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１ 介護保険法等に基づく設備及び運営等の基準を定める条例

１ 社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づき規定された条例
■ 社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第59号)

■ 老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第60号)

■ 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第61号)

■ 介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

(平成24年岡山県条例第62号)

■ 介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

(平成24年岡山県条例第63号)

■ 介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第64号)

■ 介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例

(平成24年岡山県条例第65号)

■ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介

護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第66号)

■ 介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例

(平成26年岡山県条例第65号)

２ 条例運用に当たっての解釈通知
条例に本県独自に盛り込んだ基準等について、運用上の留意事項を定めています。本県独自

基準部分以外については、国の基準省令の運用のために発出された解釈通知において示されて

いる内容が準用されます。

◆ 社会福祉法に基づき条例で規定された軽費老人ホームの設備及び運営の基準について

(平成25年1月15日付け長寿第1865号)

◆ 老人福祉法に基づき条例で規定された養護老人ホームの設備及び運営の基準について

(平成25年1月15日付け長寿第1866号)

◆ 老人福祉法に基づき条例で規定された特別養護老人ホームの設備及び運営の基準について

(平成25年1月15日付け長寿第1867号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等

の基準等について (平成25年1月15日付け長寿第1868号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基

準等について (平成25年1月15日付け長寿第1869号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営の基準について (平成25年1月15日付け長寿第1870号)

◆ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法に基づき条例で

規定された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準について

(平成25年1月15日付け長寿第1871号)

◆ 介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準等について (平成26年3月20日付け長寿第2047号)
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３ 条例及び解釈通知等掲載ホームページ
【岡山県ＨＰ＞「組織で探す」＞「長寿社会課」＞（右側）【関連情報】に掲載

（１）『社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく設備及び運営等の基準を定める条例』

http://www.pref.okayama.jp/page/299388.html

※国の省令と県の条例の対比表形式で掲載。

（２）『社会福祉法、老人福祉法及び介護保険法に基づく条例で規定された基準の解釈通知』

http://www.pref.okayama.jp/page/305955.html

（３）『指定居宅サービス事業所及び介護保険施設の運営等に関する県発出関連通知』

http://www.pref.okayama.jp/page/305956.html

※各サービス別に報酬算定や運営に関して、県が独自に発出した通知を掲載。

４ 岡山県独自基準及びその運用
（１）内容及び手続の説明及び同意 ＜介護保険法：全サービス＞

利用者及び事業者双方の保護の立場から、サービス提供の内容をお互いが十分に認識で

きていることを確認するためにも、同意を得る方法は、できる限り書面によることが望ま

しい。

（２）サービスの質の評価 ＜老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞

提供されたサービスについて、目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等につ

いて常に評価を行わなければならない。サービスの質の評価は、自ら行う評価に限らず、

第三者評価などの外部の者による評価など、多様な評価方法を広く用い、様々な視点から

客観的にサービスの質の評価を行わなければならない。

また、評価の結果を踏まえ、常にサービスの改善を図りながらより良いサービスの提供

を行わなければならない。

（３）成年後見制度の活用 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞

成年後見制度は、認知症、障害等により判断能力が不十分な状態にある方を法律的な面

で保護し、支援するための制度である。

事業者は、適正な契約手続等を行うために成年後見制度の活用が必要と認められる場合

（利用者自身では、各種契約、不動産・預貯金等の財産の管理等が困難であり、利用者を

法律的に支援する必要がある等）は、地域包括支援センターや市町村担当課等の相談窓口

を利用者に紹介する等関係機関と連携し、利用者が成年後見制度を活用することができる

ように配慮しなければならない。

（４）虐待防止等に係る研修 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞

従業者の資質向上のために計画的に確保するものとされている研修には、高齢者の尊厳

を守り、高齢者及び家族等が共に健やかな生活を送ることができるように高齢者の人権擁

護や虐待防止等の内容を含めることを義務付けるものである。

事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の趣旨及び

内容を十分に踏まえた研修内容となるようにしなければならない。
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（５）記録の保存年限 ＜社会福祉法＋老人福祉法＋介護保険法：全サービス＞

各サービスごとに掲げられた各種の記録については、完結の日から五年間保存をしなけ

ればならないとしたものである。

完結の日とは、利用者との契約の終了日ではなく、それぞれの書類ごとに、その書類を

使わなくなった日とする。利用者との契約が継続している間において、当該利用者に関す

る全ての記録を保存することを求めるものではない。

事業者においては、保存業務の煩雑さを避ける観点から、それぞれの記録の所属する年

度（目標期間が設けられているものについては、その期間の満了日の所属する年度）の終

了後、五年間保存する等、適正な運用を図るものとする。

なお、他の法令等により、五年間以上の保管期間が義務付けられているものについては、

それぞれの規定に従う必要がある。

（６）非常災害対策 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞

＜介護保険法：通所系及び入所系サービス＞

事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制

の整備、避難・救出訓練の実施等の対策に万全を期さなければならないこととしたもので

ある。また、非常災害時には、事業者として、援護が必要となった者への支援協力を求め

たものである。

① 事業者は、利用者の状態や当該事業所が所在する地域の地理的実情（津波災害警戒区

域であるか、土砂災害警戒区域であるか等）を踏まえ、想定される災害の種類（津波・

高潮・土砂災害・地震・火災等）ごとに、その規模（当該事業所の所在市町村全体・所

在地域・当該事業所・当該事業所の一部分か等）及び被害の程度（ライフラインが１週

間程度で復旧される場合、事業所内給食施設は１ヶ月程度使用不能である場合等）に応

じた実効性のある具体的な計画（消防法施行規則第三条に規定する消防計画（これに準

ずる計画を含む）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）を立てなければな

らない。

なお、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規定によ

り防火管理者を置くこととされている事業所にあってはその者に行わせるものとする。

また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所においても、防火管理に

ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものと

する。

また、非常災害時には、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業者に

周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火

・避難等に協力してもらえるような体制作りに努め、全ての従業者がその内容を熟知し、

実行できるようにしなければならない。

② ①の計画に従い、避難又は救出に係る訓練等必要な訓練を定期的に行わなければなら

ない。その場合、実際に非常災害が発生した場合に対応できるような実効性の高いもの

としなければならない。

③ 事業者は、非常災害時にその利用者の安全の確保が図られるように、事前に市町村や

地域住民のほか、医療や福祉に関わる他の事業所等と相互に支援・協力を行うための連

携体制の整備に努めることを求めるものである。

④ 非常災害時には、当該事業所の利用者に限らず、地域の高齢者、障害者、乳幼児等の

特に配慮を要する者を受け入れる等可能な限り支援をすることを求めるものである。

（７）地産地消 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞

＜介護保険法：入所系サービス＞

食の安全の確保や地場産品の消費拡大の視点から、地域の旬の食材を活用し、季節や行

事に応じた食事の提供をすることでサービスの質の向上を求めるものである。
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（８）その他サービスの提供 ＜社会福祉法＋老人福祉法：全サービス＞

＜介護保険法：入所系サービス＞

充実した日常生活につながるよう、利用者からの要望を考慮して、個々の嗜好に応じた

趣味、教養又は娯楽に係る活動を幅広く行えるように配慮することを求めるものである。

（９）設備及び備品等に規定する廊下の幅 ＜介護保険法：(介護予防)短期入所生活介護＞

併設型の短期入所生活介護事業所のうち、地域密着型介護老人福祉施設を本体施設とし

てこれに併設しているものについては、住み慣れた地域における在宅介護を支えるサービ

ス基盤の整備を円滑に進める視点から、廊下の幅は、本体施設に係る廊下の幅以上で足り

ることとしたものである。

５ 介護保険法等に基づく設備及び運営等の基準を定める条例の一部改正について
（１）条例改正の趣旨

平成２８年４月１日から、利用定員１８人以下の通所介護が地域密着型通所介護とし

て市町村に移管されることに伴い関係基準条例の一部を改正し、同日から施行するもの

（２）改正案の主な内容

① 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例

ア 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型通所介護を併設する場合につい

て、人員配置の特例を認めることとする。（第45条第12項関係）

イ その他規定の整備を行う。

② 介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定め

る条例

ア 指定療養通所介護に関する規定を削除する。（第114条から第131条まで関係）

イ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の受託居宅サービス事業者が提供する

受託居宅サービスの種類に、地域密着型通所介護を加える。（第246条第3項関係）

ウ その他規定の整備を行う。

③ 介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例

ア 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の受託介護予防サービス

事業者が提供する受託介護予防サービスの種類に、地域密着型通所介護を加える。（第

233条第3項関係）

イ その他規定の整備を行う。

④ 介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例

の一部を改正する条例附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条

例第二条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人

員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等を定める条例の一部を改正する条例

ア 指定介護予防通所介護事業者が、指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防通所介護及び指定地域密着型通所介護の事業を同一の事業所

において一体的に運営している場合においては、介護職員の員数の算定に用いる利用

者の数について、それぞれの利用者の数を合算することとする。（第９８条第１項第

３号関係）

イ アに記載する場合について、人員の基準及び設備の基準の特例を設ける。（第９８

条第８項、第１００条第５項関係）

ウ その他規定の整備を行う。
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２ 介護サービス事業所・施設の指定（許可）更新手続

■ 指定（許可）の更新制度について

平成18年４月１日の介護保険法の改正で、介護サービス事業所・施設の指定（許可）更

新の制度が設けられました。

指定（許可）の有効期間満了日後も引き続き事業所・施設の運営を行う場合は、一定期間

（６年）毎に介護保険法の規定に基づく指定（許可）の更新を受ける必要があり、当該更新

を受けない場合は、指定（許可）の効力を失い、当該満了日の経過をもって事業所・施設の

継続をすることができなくなりますので、御注意ください。

■ 対象となる事業所・施設

１ 全ての指定介護サービス（指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介

護予防サービス事業所、指定介護保険施設）事業者が対象となります。

２ ただし、介護保険法第７１条、第７２条、第１１５条の１１及び介護保険法施行法第４条

の規定により、指定があったものとみなされた次の事業所（予防含む）については、更新手

続の必要はありません。

① 病院等において、保険医療機関若しくは保険薬局の指定によるみなし指定の事業所（医

療みなし指定の訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテ

ーション（診療所・病院））

② 介護老人保健施設の許可によるみなし指定の短期入所療養介護及び通所リハビリテーシ

ョン

③ 介護療養型医療施設の指定によるみなし指定の短期入所療養介護

＊ 上記、②、③については、原則として、本体施設（介護老人保健施設、介護療養型医
療施設）の指定(許可）更新手続きを行うことで居宅サービス等のみなし指定が行われ
ることとなります。

また、指定を受けない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」が必要です。
３ 同一事業所で複数のサービスの更新を申請する場合は、サービス毎に指定更新を受ける必

要があります。

■ 指定（許可）更新に必要となる書類

長寿社会課ホームぺージに各サービス毎に「申請の手引き」及び「申請書・各種様式」を

掲載していますので、御確認の上、必要書類を作成してください。

■ 指定(許可）更新手続のスケジュール

指定の更新申請は、指定日から６年を経過する指定有効期間満了日の前月の末日までに、

更新申請書に必要な書類を添付して、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業

者班）へ提出してください。

なお、書類の補正等が必要な場合もありますので､できるだけ早めに県民局へ提出してく

ださい。

指定年月日 指定有効期間満了日 「更新のお知らせ」 書類提出期限

平成22年 5月 1日 平成28年 4月30日 平成28年 1月中に発送 平成28年 3月31日

平成22年12月 1日 平成28年11月30日 平成28年 8月中に発送 平成28年10月31日

平成23年 3月 1日 平成29年 2月28日 平成28年11月中に発送 平成29年 1月31日
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「更新のお知らせ」についての留意事項
「更新のお知らせ」は、県に届け出ている事業所所在地へお送りしますが、事業所所在

地の変更の届出を行っていない等の理由により、届かない場合もあります。

この場合でも、更新の手続きを行わないと有効期間の満了により指定の効力を失うこと
となるので、各事業者において十分留意してください。

■ 介護予防訪問介護事業所及び介護予防通所介護事業所の指定の有効期間

介護保険法の改正施行に伴い、介護予防訪問介護事業及び介護予防通所介護事業は、平成

２７年度から市町村が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業に移行します。

この改正に伴い、平成２７年３月３１日に介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定を受

けていた事業者は、それぞれ、総合事業による訪問型サービス（第１号訪問事業）、通所型サー

ビス（第１号通所事業）の事業者指定を市町村から受けたものとみなされています。

一方、市町村の総合事業の円滑な移行・実施に向けた取組を図る観点から、平成３０年３

月３１日までは都道府県が行った介護予防訪問介護、介護予防通所介護の事業者指定の効力

も残っており、その間は事業所の指定や更新を行うことも可能とされています。

ただし、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定の効力は平成３０年３月３１日で終

了します。

■ 地域密着型通所介護の指定の有効期間

平成２８年３月３１日時点で利用定員１８人以下の通所介護は、原則として平成２８年４

月１日から地域密着型通所介護として、所在市町村等から指定を受けたものとみなされます。

地域密着型通所介護のみなし指定の有効期間は、移行前の通所介護の有効期間が満了する

までとされているため、有効期間の満了日後も事業を継続する場合は、みなし指定を受けた

市町村に指定更新の手続きを行う必要があります。

■ 介護予防サービス有効期間満了日の特例

次の１）～４）の条件を満たす場合、居宅サービスの指定有効期間満了日と介護予防サー

ビスの指定有効期間満了日を同一日にすることを可能とします。

１）居宅サービスと介護予防サービスを同一の事業所において一体的に実施していること。

２）当該手続きは事業者の希望により行うものであり、居宅サービスの更新申請と同時に行

うこと。

３）介護予防サービスを居宅サービスの指定有効期間満了日で廃止する旨の届出（様式第４

号）を行うこと。

４）居宅サービスに係る申請書類一式に加え、介護予防サービスに係る指定・許可申請書（様

式第１号）に介護給付費算定に係る体制等の届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一

覧表、誓約書（参考様式９－１）及び介護予防サービスの更新申請時に添付を求められて

いるもののうち居宅サービスの更新申請に添付したもの以外を添付すること。

なお、この手続は、介護予防サービスの廃止及び新規指定となりますが、介護予防サー

ビスの更新時期を居宅サービスの更新時期に合わせることを目的に行う事務処理であるた

め、介護給付費等算定等に何ら影響を与えません。

■ 岡山市、倉敷市、新見市に所在する事業所・施設について

平成２４年４月１日から、上記３市に所在する事業所・施設の指定等の権限が各市に移譲

されています。

３市に所在する事業所・施設の更新手続は各市の取扱いにより、各市へ御提出ください。
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３－(1) 指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査等

１ 指導

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るとともに、

改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために介護保険法第

24条の規定に基づき実施します。

１）集団指導

○ 原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により

指導を行います。

○ 平成２３年度実施の集団指導から、全サービスで資料の配付は行わず、事前に長

寿社会課ホームページよりダウンロードの上、印刷して持参していただく方法に変

更しました。

○ 平成２１年度以降の各年度の集団指導の資料を長寿社会課ホームページに掲載し

ていますので、御活用ください。

２）実地指導

○ 介護サービス事業所において、自己点検シート（岡山県版）により、事業者が自

己点検した結果に基づき、ヒアリングを行うことにより実施します。

○ 指導内容

介護サービス事業者のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、人員、

設備、運営及び介護報酬請求について指導します。（必要に応じて過誤調整を指導

する場合があります。）

① 事前に提出を求める書類等

・ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月又は４週間）

・ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所(利用)者（入所･通所系ｻｰﾋﾞｽのみ）

② 実地指導日に提出を求める書類等

・ 自己点検シート（人員・設備・運営編）

・ 自己点検シート（介護報酬編） 等

※ 詳細については実地指導を実施する際に送付する通知文書に記載しますの

で、これに従って準備をしてください。

２ 監査

県が入手した各種情報から人員、設備及び運営基準等の指定基準違反や不正請求等

が疑われ、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、介護保険法第５

章の規定に基づき実施します。

各種情報とは、

① 通報・苦情・相談等に基づく情報

② 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
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③ 国民健康保険団体連合会・保険者からの通報

④ 介護給付費適正化システムの分析により特異傾向を示す事業者情報

⑤ 介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

等の幅広い情報であり、これらの情報から指定基準違反や不正請求が認められる場

合には、厳正かつ機動的な対応を行います。

※原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、より実効性

のある方法で行っています。

３ 報酬請求指導の方法

実地指導等においては、指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに介護報酬（基

本単位及び各種加算）の請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬

基準に適合しない取扱い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基

準に定められた算定要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導する

とともに、過去の請求について自己点検の上、不適切な請求となっている部分につい

ては過誤調整として返還を指導します。

４ 過誤調整の返還指導（※監査における不正請求は、保険者より返還命令）

実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、原則として次のとおり取

り扱います。

① 介護サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供の挙証責任が果たせ

ていないため返還を指導します。

② 基準省令及び告示に明記されている基準・加算要件等を満たしていない場合は

返還を指導します。

③ 厚生労働省が発出した各種通知類（解釈通知、留意事項通知、Ｑ＆Ａ）の内容

が遵守されていない場合は是正を指導します。

※ 平成19年3月1日付厚生労働省介護保険指導室事務連絡『「報酬請求指導マニ

ュアル」に基づく加算請求指導に関する Q&A について』で「解釈通知に即し
たサービス提供を実施していないことにより加算本来の趣旨を満たしていない

場合」は遡及しての過誤調整が「有」とされていますので、十分御留意くださ

い。
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３－(2) 業務管理体制の整備及び介護保険事業者の法令遵守

Ⅰ 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
平成２０年の介護保険法改正により、平成２１年５月１日から、介護サービス事業者には、法

令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設（以下「事業

所等」といいます。）の数に応じ定められています。

また、介護サービス事業者は、業務管理体制整備に関する内容について、介護保険事

業への新規参入時、区分の変更及び届出事項に変更が生じた際は、業務管理体制の整備に

関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。

特に、業務管理体制の整備に関する届出を行っていない介護サービス事業者について

は、運営する介護サービス事業所等の指定取消等の理由ともなり得るため、至急に届出

を行ってください。

１ 業務管理体制の整備の基準

（介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の39）

届出を必要とする業務管理体制整備の内容
指定・許可の事業所
等の数※ 法令遵守責任者の 業務が法令に適合することを確保するた 業務執行の状況（法

選任 めの規程(法令遵守ﾏﾆｭｱﾙ)の整備 令遵守）に係る監査

１～１９ 必 要 － －

２０～９９ 必 要 必 要 －

１００以上 必 要 必 要 必 要

※ 事業所・施設数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除

きます。

みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導，訪問看護，訪問リハ

ビリテーション及び通所リハビリテーション。介護予防を含む。）であって、健康保険法の

指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

※ 現在事業を行っている事業所等だけでなく、休止中の事業所等も含みます。
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２ 業務管理体制の整備に関する事項の届出先（平成２７年４月１日以降）

（介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の40）

区 分 届 出 先

１ 指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者

① 指定事業所等が３以上の地方厚生局管 厚生労働大臣
轄区域に所在する事業者 （老健局総務課介護保険指導室）

② 上記①以外の事業者で、主たる事務所 主たる事務所(本社）の所在地の都道府県知
（本社）の所在地が岡山県以外の事業者 事

③ 上記①以外の事業者で、主たる事務所 岡山県知事
（本社）の所在地が岡山県の事業者※ （県民局健康福祉部健康福祉課）

２ 事業所等が岡山県内のみに所在する事業者

① 地域密着サービス（予防含む）のみを 市町村長
行い、その全ての指定事業所が同一市町
村内に所在する事業者

② 全ての指定事業所等が岡山市内のみに 岡山市長
所在する事業所 （岡山市保健福祉局事業者指導課）

③ 上記①、②以外の事業者※ 岡山県知事（県民局健康福祉部健康福祉課）

※ 岡山県知事に届け出る場合の届出先

① 主たる事務所（本社）の所在地を所管する県民局

② 主たる事務所が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在

１）１つの県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、所在地を所管する県民局

２）事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合

ア 県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県民局

イ 県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所

在地を所管する県民局

３ 業務管理体制の届出事由と様式

届出が必要となる事由 様式

○業務管理体制の整備に関して届け出る場合（介護保険法第115条の32第2項） 様式第１号
＊介護保険事業所（みなし事業所を除く）の指定を初めて受けた事業者は必
ず届出が必要となります。

○事業所等の指定等により、事業展開地域が変更となり、届出先の行政機関に 様式第１号
変更が生じた場合 （介護保険法第115条の32第4項）
＊変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要となります。
（例：市町村→県、県→厚生労働省への変更）

○届出事項に変更があった場合 （介護保険法第115条の32第3項） 様式第２号
（例：事業者に関する事項（法人の名称、本社所在地、代表者名等）、
法令遵守責任者名、届出区分の変更など）

＊次の場合は変更の届出は必要ありません。
(１)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
(２)法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更
の場合
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４ 提出先の県民局

提出先が岡山県知事となる場合は、所定の様式による届出書を作成し、所管の県民局に郵送

又は持参してください。

備前県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者第１班

住所：〒703-8278 岡山市中区古京町１－１－１７ 電話：086-272-3915（ダイヤルイン）

所管市町：玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者第１班

住所：〒710-8530 倉敷市羽島１０８３ 電話：086-434-7054（ダイヤルイン）

所管市町：倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、

矢掛町

美作県民局 担当：健康福祉部健康福祉課事業者班

住所：〒708-0051 津山市椿高下１１４ 電話：0868-23-1291（ダイヤルイン）

所管市町村：津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、

美咲町

Ⅱ 業務管理体制の整備・運用状況の監督

１ 業務管理体制の整備の趣旨
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではな

く、法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス（法令遵守）の向上を図

ることが本来の趣旨です。

２ 業務管理体制の整備・運用状況の監督
本県では、平成２２年度から業務管理体制の整備・運用状況を順次、定期的に報告いただ

き、確認検査（以下「一般検査」という。）を実施することとしています。（根拠：介護保

険法第115条の33）

一般検査は、事業者の業務管理体制の問題点について検証し、事業者が自ら業務管理体制

の改善を図り法令等遵守に取り組むよう意識付けすることが目的です。

（１）一般検査の内容

① 法令遵守責任者の役割及びその業務内容

確認項目：

・ 業務管理体制（法令等遵守）の考え（方針）及びその決定のプロセス

・ 法令等遵守の方針の周知状況

・ 法令遵守責任者の役割と業務内容の定め及びその決定のプロセス

・ 法令等遵守の具体的な運用状況

・ 業務管理体制の評価・改善活動の状況 等

② 業務が法令に適合することを確保するための規程の内容

③ 業務執行の状況の監査（法令遵守に係る監査）実施状況及びその内容

※②・③については、事業所等の数の区分に応じて実施する。

（２）一般検査の実施方法

一般検査は、基本的には書面検査で行うこととしています。（報告後、その内容につい

て疑義等があれば電話等により法令遵守責任者に連絡し、内容を確認する場合もあります。

また、不備が認められたときには、出頭を求め運用状況を聴取する場合もあります。）
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（３）特別検査

事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合には、業務管理体制の問題点の確認

やその要因の検証、取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証するために特別検査を

実施します。

３ 事業者・法令遵守責任者の責務
（１）事業者の責務

業務管理体制は、事業者自身の自己責任原則に基づく内部管理を前提としたものですか

ら、県が事業者に代わり、指定等取消事案などの不正行為の未然防止を図るものではあり

ません。

「業務管理体制の整備に関する報告」を行うことで、事業者自らが法令遵守の取組状況

や法令遵守責任者が適切に機能しているかを自己点検していただき、今後のコンプライア

ンス向上のための取組を考えていただくきっかけにしてください。

そのため、一般検査は定期的に実施することを予定にしておりますが、検査のない年に

おいても毎年、報告事項の自己点検を通じて、自ら法令等遵守態勢を検証し、必要に応じ

て改善されるように継続的な取組をお願いします。

（２）法令遵守責任者の役割

法令遵守責任者の役割については、法令等で明確に定められていません。これは、事業

者自らが、事業者の実情に応じた取組を真剣に考え、試行錯誤しながらコンプライアンス

を高めていただくことが重要だからです。

法令遵守責任者に何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険

法及び介護保険法に基づく通知等の内容に精通した法務担当の責任者で、事業者内部の法

令遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

また、法令遵守責任者には、辞令等が交付され、その役割と業務内容が事務分掌などで

明記されていることが望まれます。

● 業務内容の具体例

・ 年に1回以上、各事業所等の取組状況を各事業所等の従業員又は管理者からの聞き取

り及び書面での報告等により把握する。

※自己点検シート等の活用又は各種会議の場を活用する。

・ 各事業所等から選出された従業員又は管理者（以下「法令遵守担当者」という。）で組

織された委員会を設置し、法令遵守責任者は事業者全体の法令遵守を徹底する連絡体制

を確保する。

・ 研修等を実施し、従業員の法令遵守意識を高める。

・ 定期的に、介護保険法その他の関連情報等（制度改正及び介護報酬に関する通知・Ｑ

＆Ａ等）の収集等を行う。

・ 苦情・事故等の問題が発生した場合には、速やかに報告を求め、事実関係の把握を行

い、迅速に解決を図る。 その原因を究明し、防止策を法令遵守担当者で組織された委員

会等の場で検討し、各事業所等の運営に反映させる。
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３－(3) 行政処分案件

１ 平成2７年度に行った行政処分事案

１）行政処分の種類

指定の一部の効力の停止３ヶ月（新規入所者の受入の停止）

２）サービスの種類等

介護老人福祉施設

３）行政処分の原因となる事実

人格尊重義務違反（法第８８条第６項）

介護職員が入所者に対し身体的虐待を加え、約１か月間の加療を要する急性硬膜

下血腫及び全治不明の傷害を負わせた。
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　 老人保健施設

　 通所リハビリテーション

　 訪問看護

　 介護予防訪問看護

5 通所介護

6 介護予防通所介護

7 短期入所生活介護

8 介護予防短期入所生活介護

9 訪問介護

10 介護予防訪問介護

11 訪問看護

12 介護予防訪問看護

13 通所介護

14 介護予防通所介護

16 訪問介護

17 介護予防訪問介護

18 通所介護

19 介護予防通所介護

　 通所介護

　 介護予防通所介護

20 訪問介護

21 介護予防訪問介護

新規入所者の受入の停止
（３ヶ月）

不正請求（減算未実施）

介護報酬の上限８割
（１ヶ月）

虚偽報告

23 訪問介護

24 介護予防訪問介護

25 訪問介護

26 介護予防訪問介護

訪問介護

介護予防訪問介護

Ｈ２１

全部停止３ヶ月

Ｈ２７
新規入所者の受入の停止

（３ヶ月）
社会福祉法人 人格尊重義務違反

Ｈ２５

社会福祉法人

改善命令（社会福祉法）

改　善　命　令

指　定　取　消

指　定　取　消

指定指定取消処分相当

指定指定取消処分相当

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２２

指　定　取　消

全部停止３ヶ月

15 居宅介護支援 医療法人

社会福祉法人

指　定　取　消

営利法人
不正請求（居宅）、運営基準
（記録保存）違反、虚偽の報
告

不正の手段による指定
虚偽報告

指　定　取　消

指　定　取　消

医療法人
不正請求
不正の手段による指定

医療法人
不正請求
不正の手段による指定

医療法人
不正請求
不正の手段による指定

指　定　取　消

指　定　取　消

指　定　取　消

営利法人
不正請求（居宅）、他法令違
反

通所介護 社会福祉法人
不正請求（時間区分誤り）
虚偽答弁

営利法人

指　定　取　消

指　定　取　消

全部停止３ヶ月

指　定　取　消

指　定　取　消

指　定　取　消

処分年度

Ｈ１５

介護老人福祉施設

営利法人
不正の手段による指定
人員基準違反
虚偽報告、検査妨害

22 訪問介護 営利法人
不正の手段による指定
虚偽報告、虚偽答弁

営利法人
不正の手段による指定
虚偽報告

営利法人
不正請求
人員基準違反
虚偽報告

　 訪問介護 その他 不正請求（架空請求）

不正請求
運営基準違反

指定指定取消処分相当

Ｈ２３

指　定　取　消

2 訪問介護 営利法人 同居家族によるサービス提供

営利法人 不正の手段による指定

3 訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

通所リハビリテーション 医療法人 不正請求

訪問介護 営利法人

介護老人福祉施設

Ｈ２６ 全部停止３ヶ月 営利法人 運営基準違反

不正の手段による指定

訪問介護 営利法人 不正の手段による指定指定指定取消処分相当

営利法人 不正の手段による指定

営利法人 不正の手段による指定

4 訪問介護 営利法人 不正の手段による指定

指　定　取　消

処　　分　　内　　容

２  岡山県における介護保険事業者に係る行政処分（取消相当含む。）の状況

医師の人員基準違反

1
認知症対応型
共同生活介護

営利法人 不正の手段による指定

指
定
取
消

サービスの種類 法人種別 主 な 処 分 事 由

老人保健施設 社会福祉法人 医師の人員基準違反
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平成27年3月2日
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

３ 全国における介護保険事業者に係る行政処分の状況

（１）指定取消・停止処分の件数（図１）

平成12年度以降の指定取消・停止処分のあった事業所は合計で1,504件と

なっている。

なお、平成２１年度以降の指定取消・停止処分の件数については、平成21年度

151件、平成22年度118件、平成23年度166件、平成24年度120件、平成25

年度216件と推移している。

（２）法人種別ごとの状況

法人種別ごとの事業所数の違いを踏まえる必要があるが、指定取消件数について

は、営利法人が最も多く、全体の件数の約８割を占めている。

なお、平成25年度の単年度でみても、営利法人が約８割となっている。

（３）サービス種別ごとの状況（図４）

サービス種別ごとの取消件数については、訪問介護(介護予防を含む)が487件と

一番多く、続いて居宅介護支援が223件、通所介護(介護予防を含む)が150件とな

っている。

なお、平成25年度の単年度については、訪問介護(介護予防を含む)が44件、通所

介護(介護予防含む)が18件、居宅介護支援が18件、認知症対応型共同生活介護(介

護予防含む)が8件となっている。

（４）平成25年度の指定取消等の状況及び事例（図６・７）

取消事案に対しての該当する処分事由の割合については、1件の取消事案に対し

複数の取消事由が該当する場合があることに留意する必要があるが、平成25年度

については、「介護給付費の請求に関して不正」に次いで「人員について、厚生労働省

令で定める基準を満たすことができなくなった」が多くなっている。
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３－(4) 会計検査院「平成２６年度決算検査報告」に

おける不適切に支払われた介護給付費の概要

＊件数は全国、金額は国費ベース

【検査の結果】

検査の結果、67事業者に対して194市区町村等が行った平成17年度から26年度までの間

における介護給付費の支払が44,708件、190,792,960円が過大となっていて、これに対す

る国の負担額55,753,924円が不当と認められる。

これらの事態について、居宅介護支援又は介護サービスの種類の別に示すと次のとお

りである。

【居宅介護支援】（特定事業所集中減算他）

○会計検査院指摘事項

24事業者は、居宅サービス計画における訪問介護サービス等に係る介護サービスの

提供総数のうち、正当な理由なく同一の事業者によって提供されるこれらのサービス

の占める割合が100分の90を超えていたのに特定事業所集中減算を行っていなかった

り、減算となる期間には算定できない特定事業所加算（Ⅱ）を算定していたりしてい

た。

このため、介護給付費の支払いが計24,635件、59,408,353円過大となっていて、こ

れに対する国の負担額18,327,101円は負担の必要がなかった。

※本県での同様の指摘：平成２４年度実地検査

○指摘を踏まえての留意事項

【全ての居宅介護支援事業所で行うこと】

１ 判定期間、減算適用期間、届出期限が次のとおり。

判定期間 減算適用期間 提出期限

前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 ９月１５日

後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 ３月１５日

２ 全ての居宅介護支援事業所は、年に２度、県所定の「特定事業所集中減算に係る届出

書」等による算定を行うこと。

その際、計算誤り等のないよう、十分留意すること。

３ 算定の結果、同一法人の占める割合が８０％を超えた場合は、正当な理由に該当する

か否かにかかわらず、必要書類を所管県民局へ提出すること。

その際、提出期限を遵守すること。

４ 算定の結果、８０％を超えない事業所についても、事業所において当該書類を保管する

こと。

※ 介護保険適正化システムにより、判定期間における同一法人の占める割合が８０％を超
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えている事業所は抽出される。その場合は、各県民局から算定結果の再確認等の指示が

あるので従うこと。

なお、事業所規模の算定は、各事業所が自主的に責任をもって対応することが原則であ

り、書類の作成、提出、保管、報酬請求等は適切かつ確実に行い、後から報酬返還等を要

することが起きないよう十分に留意すること。

【通所介護サービス】（事業所規模区分）※通所リハビリテーションにも関連あり

○会計検査院指摘事項

9事業者は、介護報酬の算定に当たり、事業所の規模区分を誤っていた。

このため、介護給付費の支払いが計5,694件、21,288,003円過大となっていて、これ

に対する国の負担額6,579,835円は負担の必要がなかった。

※本県での同様の指摘：平成２２年度実地検査

○指摘を踏まえての留意事項

【全ての通所系事業所で行うこと】

１ 事業所規模算定の根拠となる前年度の平均利用延人員数（４月～２月）については、

全通所系事業所が必ず算定表を作成すること。

その際、計算誤り等のないよう、十分留意すること。

２ 算定の結果、前年度の規模区分から変更がある場合は、毎年３月１５日までに、翌４月

分からの介護給付費算定の届出書及び添付書類を所管県民局に提出すること。

３ 算定の結果、前年度の規模区分から変更が無い場合は、事業所において算定表を保

管すること。

※ 介護保険適正化システムにより、請求件数と規模の区分の一致に疑義のある事業所は

抽出される。その場合は、各県民局から規模区分の再確認等の指示があるので従うこと。

なお、事業所規模の算定は、各事業所が自主的に責任をもって対応することが原則であ

り、書類の作成、提出、保管、報酬請求等は適切かつ確実に行い、後から報酬返還等を要

することが起きないよう十分に留意すること。

【その他の介護サービス】

介護療養施設サービス、介護保健施設サービス、介護福祉施設サービス、短期入所

生活介護サービス及び通所リハビリテーションサービスの5介護サービスについて、34

事業者は、単位数の算定を誤るなどして介護報酬を過大に算定していた。このため、

介護給付費の支払いが計14,379件、110,096,604円過大となっていて、これに対する国

の負担額32,846,988円は負担の必要がなかった。
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４ 特定個人情報（マイナンバー）の取扱い

凡例
○条番号；行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の条番号
○ P ；特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（平成26年12月11日(平成28年1月1日一部改正)特定個人情報保護委員会）の頁番号
○ Q ； 介護事業者等において個人番号を利用する事務について」「

（平成27年12月15日厚生労働省老健局事務連絡(以下「事務連絡」)）3.Q＆Aの番号

【定義】第２条①④⑤⑧⑪⑬、P3、4、5
個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む ）。

個人番号：住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された
住民票に係る者を識別するために指定されるもの

特定個人情報：個人番号をその内容に含む個人情報
個人情報ファイル：個人番号をその内容に含む個人情報ファイル
個人番号関係事務：個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用

して行う事務
個人番号関係事務実施者：個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は

一部の委託を受けた者

【事業者が番号法の適用を受ける場面】P7 第３－２（２） 例：給与の源泉徴収事務等
・提供の求めの制限・収集・保管制限 Q5、Q6、P13、P25、P30、P31

第15条（提供の求めの制限）
第19条（特定個人情報の提供の制限）
第20条（収集等の制限）

【個人番号を利用することができる介護保険関係事務】事務連絡１ （１）．
例：介護保険法第27 条第１項に基づき、要介護認定申請の代行申請を行う場合など、介護事

業者等が介護サービス利用者等に代わって、個人番号の記載が必要な申請書等を市町村へ
提出するような場合

（１）市町村に申請書を提出する場合の記載事項
・代理人として申請する場合：申請書に個人番号を記載
・認知症等で代理権の授与が困難な被保険者の場合：申請書に個人番号を記載しない
・代理権のない使者として申請する場合：個人番号が見えないよう申請書を封筒に入れ

る等の措置をとること
（２）申請書を提出する際の本人確認の書類

１）代理人として申請する場合
代理権の確認：任意代理人の場合は委任状、困難な場合は介護保険被保険者証など
代理人の身元確認：代理人の個人番号カード運転免許証など
本人の番号確認：原則として本人の個人番号カード、通知カード、困難な場合は保

険者等が確認することが可能
２）代理人以外の場合

本人の番号確認：１）と同じ
本人の身元確認：個人番号カード、運転免許証など

＊従業者の勤怠管理、入所者の入退所・処遇

管理のために特定個人情報ファイル等の作成

不可

留意事項：介護事業者は、本人から委託された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を

実施
これを超える範囲で個人番号を利用することは認められない

〈注意〉
・この資料は、現在示された資料を基に概要を整理をしたもので、今後、実務の取扱い
について追加・変更される場合があります。
・申請手続等については、提出先自治体等の取扱いをあらかじめ御確認ください。
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事 務 連 絡 

平成２７年１２月１５日 

 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 殿 

 

厚生労働省老健局 

総   務   課 

高 齢 者 支 援 課 

振 興 課 

老 人 保 健 課 

 

 

介護事業者等において個人番号を利用する事務について（依頼） 

 

日頃より、介護保険制度及び老人福祉行政の適正な運営にご尽力いただき、

厚く御礼申し上げます。 

本年 10 月以降、個人番号の指定・通知が始まり、来年１月から個人番号の利

用や希望者に対する個人番号カードの交付が開始されます。 

番号制度導入に向けた準備については、都道府県等に全国介護保険・高齢者

保健福祉担当課長会議等で着実に準備を進めていただくよう依頼させていただ

いているところですが、介護事業者等において、サービス利用者の個人番号を

取り扱うことが想定される介護保険関係事務等の内容や留意点を別紙にまとめ

ました。 

つきましては、これを貴会会員に周知していただくようお願いいたします。 

なお、介護保険制度における個人番号の取扱いについては、平成 27 年 12 月

15 日付けで各都道府県あてに事務連絡を発出しており、詳細はそちらを参照い

ただきますようお願い申し上げます。 
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１．個人番号を利用する介護保険関係の事務 

 

（１）個人番号を利用することができる介護保険関係事務について 

介護保険制度においては、第１号被保険者の資格取得・喪失や保険料の減

免、要介護認定申請等の受付時等には、基本的に保険者が利用者から個人番

号の提供を受けることとしているが、例えば、介護保険法第 27 条第１項に基

づき、要介護認定申請の代行申請を行う場合など、介護事業者等が介護サー

ビス利用者等に代わって、個人番号の記載が必要な申請書等を市町村へ提出

するような場合が想定されるため、以下の通り対応いただくようお願いした

い。 

  なお、介護保険制度において個人番号を利用することとなる事務について

は、別紙２を参照されたい。 

 

① 代理人として申請する場合 

代理人が申請を行う場合、保険者等で申請書を受け付けられる際等に、（ア）

代理権、（イ）代理人の身元、（ウ）本人の番号の３つの確認を本人確認のた

めに求められることとなる。それぞれの場面で必要となる書類は下記のとお

りである。 

 

（ア） 代理権の確認 

代理権の確認は、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証

明する書類、任意代理人の場合は委任状によって行われるが、これらが

困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し

一に限り発行・発給された書類その他の保険者が適当と認める書類で確

認する。 

 

（イ） 代理人の身元確認 

代理人の身元確認は、 

（ⅰ）代理人の個人番号カード、運転免許証 等 

（ⅱ）官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であ

って、写真の表示等の措置が施され、保険者が適当と認めるもの（(a)

氏名、(b)生年月日又は住所が記載されているもの）（居宅介護支援

専門員証等） 

などによって確認することとなる。これらによる確認が困難な場合には、

代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類２つ以上

により確認する。 

 

（別紙１） 
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（ウ） 本人の番号確認 

本人の番号確認は、原則として、本人の個人番号カード、本人の通知

カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行われる。

なお、これが困難な場合は、保険者等において、地方公共団体情報シス

テム機構（住民基本台帳ネットワーク）や、住民基本台帳等によって確

認することが可能である。 

 

② ①以外の場合 

ア 代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合  

  本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が

困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに市町村に提出する

こと。 

 

イ 代理権のない使者として申請する場合 

  本人の代わりに使者として申請書の提出をするに過ぎない場合は、個人

番号が見えないよう、申請書を封筒に入れて提出する等の措置を講じて市

町村に提出すること。この場合、本人から郵送により個人番号の提供をす

る場合と同様の本人確認措置（※）が行われることとなる。 

 

 ※ 本人による申請の場合の本人確認措置（別紙３も参照） 

本人が自ら申請を行う場合、保険者等で申請書を受け付けられる際等に、

（ア）本人の番号、（イ）本人の身元の２つの確認を本人確認のために求め

られることとなる。それぞれの場面で必要となる書類（郵送の場合は、写

しでも可）は下記のとおりである。 

 

（ア） 番号確認 

 本人の番号確認は、本人の個人番号カード、本人の通知カード、本

人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行われる。これら

が困難な場合は、保険者等において、地方公共団体情報システム機構

（住民基本台帳ネットワーク）への確認や、住民基本台帳の確認等に

よって番号確認をすることが可能である。 

 

（イ） 身元確認 

 本人の身元確認は、 

（ⅰ）個人番号カード 

（ⅱ）運転免許証 等 
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（ⅲ）官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であっ

て、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適

当と認めるもの（(a)氏名、(b)生年月日又は住所が記載されてい

るもの） 

などによって行われる。これらによる確認が困難な場合には、公的医療

保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類を２つ以上提出させること

により確認する。（介護保険被保険者証と負担割合証等） 

 

（２）留意事項 

  上記のとおり、介護事業者は、本人から委任された権限の範囲内で個人番

号を利用する事務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番

号を利用することは認められない。例えば、申請時に視認した個人番号を事

業所に記録しておき、それを利用して介護サービス利用者の情報管理を行う

ことなどは許されない。 

個人番号が記載された申請書等のコピーを事業所等で蓄積することについ

ては、法令上求められているものではないが、業務上の必要でコピーを蓄積

する場合は、個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により個人番号が蓄積

されないように注意されたい。 

また、上記の通り行う申請が郵送による場合は、本人確認のための書類は、

写しを提出することとして差し支えないこと。 

 

２．個人番号を利用する介護保険以外の事務 

 

個人番号は、税や社会保険制度等に活用されるものであるため、介護事業

者においては、従業員等の給与所得の源泉徴収の事務や健康保険・厚生年金

保険被保険者資格の取得届等、様々な事務で個人番号を取り扱うこととなる。 

これら、事業者としての個人番号の取扱いについては、「特定個人情報の適

正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（特定個人情報保護委員会）

を参照の上、各事業者において適切に個人番号を取り扱っていただきたい。 

 

３．Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 民間事業者がマイナンバー（個人番号）を取り扱うにあたって、注意す

べきことはありますか？ 

Ａ１ 原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用するこ

とはできませんし、特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情

報）をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱
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う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な

管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置につい

ては、特定個人情報保護委員会からガイドラインが示されていますので、

そちらをご覧ください。なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合に

は、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合が

あるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報

ファイル（マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル）を提供した

場合などには、処罰の対象となります。 

   特定個人情報の取り扱いにあたっては、内閣官房のホームページの資料

を参照ください。 

  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html#business 
 

 

Ｑ２ 事業者において、従業員のマイナンバーを取り扱うのと利用者のマイナ

ンバーを取り扱うのとでは、違いがあるのですか？ 

Ａ２ 違いがあります。従業員のマイナンバーを取り扱う場合（従業員やその

扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被

保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する等）、事業者は

番号法上の「個人番号関係事務実施者」にあたり、その業務の範囲等も法

令上定められているものとなります。 

   一方、利用者の個人番号の取り扱いについては、介護保険法第 27 条第１

項に基づく要介護認定申請の代行申請を行う場合等も、利用者やその家族

との合意に基づいて行われるものとなります。 

   取扱いにおける罰則についても違いがあります。（Ｑ３参照。） 

 

 

Ｑ３ 番号法にはどのような罰則がありますか？ 

Ａ３ 番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くな

っています。具体的には下の表のとおりです。  

 
〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕 

主体 行為 法定刑 

個人番号利用事務、個

人番号関係事務などに

従事する者や従事して

正当な理由なく、業務で取り扱う

個人の秘密が記録された特定個

人情報ファイルを提供 

４年以下の懲役 または 

200 万円以下の罰金  

（併科されることもある） 
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いた者 業務に関して知り得たマイナン

バーを自己や第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、または盗

用 

３年以下の懲役 または 

150 万円以下の罰金  

（併科されることもある） 

主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅

迫することや財物の窃取、施設へ

の侵入、不正アクセス行為などに

よりマイナンバーを取得 

３年以下の懲役 または 

150 万円以下の罰金 

偽りその他不正の手段により通

知カード又は個人番号カードの

交付を受けること 

６か月以下の懲役 または 

50 万円以下の罰金 

特定個人情報の取扱い

に関して法令違反のあ

った者 

特定個人情報保護委員会の命令

に違反 

２年以下の懲役 または 

50 万円以下の罰金 

特定個人情報保護委員

会から報告や資料提出

の求め、質問、立入検

査を受けた者 

虚偽の報告、虚偽の資料提出、答

弁や検査の拒否、検査妨害など 

１年以下の懲役 または 

50 万円以下の罰金 

 

 

Ｑ４ 故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合でも罰

則が適用されますか？（例：サイバー攻撃等で情報が漏れた場合等） 

Ａ４ 過失による情報漏えいが発生した場合について、即座に罰則が適用され

るということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、特定個人

情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合に

は、罰則が適用されることはありえます。以上は刑事罰の場合ですが、民

事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。 

 【参考】刑法法規の解釈・適用は裁判所や捜査機関の権限となりますので、

一般論となりますが、特定個人情報の漏えいが起きた場合には、番号法第

67 条から第 75 条に基づき、罰則の構成要件に該当すれば、処罰されます。

これらの罰則は、故意がなければ構成要件を満たしません。 
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Ｑ５ マイナンバー（個人番号）を使って、従業員や顧客の情報を管理するこ

とはできますか？ 

Ａ５ マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手

続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除

き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マ

イナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。  

  法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証

明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番

号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取っ

たりすることはできません。 

 

 

Ｑ６ 個人番号が記載された書類等を利用して、個人番号関係事務以外の事務

で個人情報データベース等を作成したい場合は、どのように作成すること

が適切ですか。 

Ａ６ 個人情報保護法においては個人情報データベース等の作成に制限を設け

ていないことから、個人番号部分を復元できないように当該部分を黒塗り

する等のマスキング処理をして個人情報保護法における個人情報とするこ

とにより、個人情報保護法の規定に従って個人情報データベース等を作成

することができます。 

 

 

Ｑ７ 個人番号を各種申請書等に記載することになるにあたり、個人番号を把

握していない者、失念した者、個人番号カードを携帯していない者等が申

請を行うことはできないのですか？ 

Ａ７ 申請書等に個人番号を記載することが各制度における法的な義務である

ことに鑑み、各種申請を初めて行う際には、原則として個人番号の記載が

求められます。その際、申請者が自身の個人番号がわからず申請書等への

個人番号の記載が難しい場合等には、市町村の住民基本台帳ネットワーク

を用いて当該申請者の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないこ

ととなっています。 

また、同一の給付に係る２回目以降の申請等の際には、保険者において

当該申請者の個人番号を既に保有していると確認できる場合には、申請窓

口において個人番号の記載を求めないこととしても差し支えないこととさ

れています。さらに、高額介護サービス費の支給等について、申請書の記

載内容の工夫などにより実質的な申請は初回時のみで足りるようにしてい

る場合には、番号制度の施行以前に既に初回時の申請が行われている者に
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ついては、改めて番号の記載された申請書の提出を求めなくても良いこと

となっています。 

 

 

Ｑ８ 認知症であり、かつ、家族や成年後見人のいない利用者等が施設に入所

している場合、マイナンバーの管理はどのように行えば良いですか？ 

Ａ８ 通知カードや個人番号カード、個人番号が記載された申請書など特定個

人情報が記載された書類については、利用者本人、家族や成年後見人等の

代理人が保管することが基本です。ただし、心身の機能や判断能力の低下

等により、利用者本人による保管が困難で、かつ家族や成年後見人等の代

理人がいない場合など、これによることが困難な場合は、施設において保

管しても差し支えないです。また、この場合は、以下の取扱いとすること

とされています。 

（１） 可能な限り、施設に特定個人情報が記載された書類の保管を委託す

ることについて、利用者本人の意思を確認すること。 

（２） 特定個人情報が漏えいすることのないよう、「特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（特定個人情報保護委員会）

を参考にして、適正に取り扱うこと。また、特定個人情報の漏えいを防

止する観点から、通知カードや個人番号カードなど個人番号をマスキン

グすることができない書類を除き、個人番号部分を削除又は復元できな

い程度にマスキング等を行い、特定個人情報に該当しないよう加工した

上で、保管することが望ましいこと。 

（３） なお、家族や成年後見人等の代理人がいない利用者については、利

用者本人による通知カード等の保管が困難となった場合の取扱いについ

て、あらかじめ利用者本人の意思を確認しておくことが望ましいこと。 

  

※ 施設で特定個人情報を保管する場合は、例えば以下の場面を想定してい

ます。 

・ 施設に通知カードが届いた場合 

・ 利用者本人が、通知カードや個人番号カード、個人番号が記載された申

請書など特定個人情報を管理していたものの、その後、心身の機能や判

断能力の低下等により、当該書類の保管が困難となる場合 等 
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介護保険制度において個人番号を利用することとなる事務について 

※ 個人番号を利用する主要な事務を列挙しており、全ての個人番号を利用する事務

は記載されていないことに留意。 

※ 現時点での記載であることに留意。 

 

 

① 第１号被保険者の資格取得・喪失関係事務 

介護保険法 12 条に基づく資格取得関係の届出については、個人番号記載欄が

設けられ、原則として個人番号を記載することとされる。 

 

② 第２号被保険者の被保険者証の交付申請事務 

 介護保険法第 12 条第３項に基づく被保険者証の交付の申請については、個人

番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載することとされる。 

  

平成 29 年７月の情報連携開始後は、市町村は、情報提供ネットワークシステ 

ムを通じて被保険者の医療保険の資格情報を取得することができることとなる

ため、被保険者による医療保険証の提示が不要となることを予定している。 

 

③ 保険料の賦課事務 

介護保険法第 129 条に基づく保険料の算定等の保険料賦課事務に個人番号が

利用されることとされている。 

 

④ 保険料の減免事務 

介護保険法第 142 条に基づく第１号被保険者の保険料の減免については、申

請書受付時に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑤ 高額介護（予防）サービス費の支給事務 

介護保険法第 51 条及び第 61 条に基づく高額介護（予防）サービス費の申請

については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載すること

とされる。 

 

⑥ 高額医療合算介護（予防）サービス費の支給事務 

介護保険法第 51 条の２及び第 61 条の２に基づく高額医療合算介護（予防）

サービス費の申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番

号を記載することとされる。 

 

（別紙２） 
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⑦ （特例）特定入所者介護（予防）サービス費の支給事務 

介護保険法第 51 条の３及び第 61 条の３に基づく（特例）特定入所者介護（予

防）サービス費の申請、再交付申請、特定入所者の負担限度額にかかる特例の

申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人番号を記載する

こととされる。 

 

⑧ 負担割合判定等の事務 

介護保険法施行規則第28条の２に基づき発行される負担割合証の発行や再交

付に個人番号が利用されることとされている。 

なお、再交付申請については、個人番号記載欄が設けられ、原則として個人

番号を記載することとされている。 

 

⑨ 保険料滞納者に係る支払い方法の変更に係る事務 

介護保険法第 66 条に基づき行われる保険料滞納者に係る支払い方法変更に 

個人番号が利用されることとされている。保険料滞納者に係る支払方法変更の

記載の削除申請書については、個人番号記載欄が設けられ、個人番号を記載す

ることが考えられる。 

 

⑩ 保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等に係る事

務 

介護保険法第 69 条に基づき行われる保険料を徴収する権利が消滅した場合 

の介護給付等の額の減額等に個人番号が利用されることとされている。保険料

を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等を行う際の特別な事

情があることの申請書に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑪ 第２号被保険者の保険給付の一時差止の確認 

介護保険法第 68 条に基づき行われる第２号被保険者の保険給付の一時差止 

に個人番号が利用されることとされている。 

平成 29 年７月の情報連携開始後は、市町村は、情報提供ネットワークシス 

テムを通じて、被保険者の医療保険の資格情報を取得することができることと

なるため、被保険者による医療保険証の提示が不要となることを予定している。 

 

⑫ 旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給 

介護保険法第13条に基づく旧措置入所者に対する施設介護サービス費の申請

の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。 
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⑬ 特例居宅介護（予防）サービス費の支給 

 介護保険法第 42 条又は第 54 条に基づく特例居宅介護（予防）サービス費の

支給申請の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑭ 特例地域密着型介護（予防）サービス費の支給 

 介護保険法第 42条の３又は第 54条の３に基づく特例地域密着型介護（予防）

サービス費の支給申請の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑮ 特例居宅介護（介護予防）サービス計画費の支給 

 介護保険法第 47 条又は第 59 条に基づく特例居宅介護（介護予防）サービス

計画費の支給申請の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑯ 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給 

 介護保険法第 44 条又は第 56 条に基づく居宅介護（介護予防）福祉用具購入

費の支給申請の際に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑰ 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給 

介護保険法第 45 条又は第 57 条に基づく居宅介護（介護予防）住宅改修費の

支給申請の際に申請書に個人番号を記載することが考えられる。 

 

⑱ 地域支援事業に係る事務 

介護保険法第 115 条の 45 に基づく地域支援事業に関する事務については、 

具体的な事業の内容や事務処理が各市町村の裁量に委ねられており、市町村が

それぞれの実情に応じて、個人番号の利用の要否を判断することとなっている。

したがって、地域支援事業に関する以下の事務・手続きについては、保険者で

ある市町村に確認されたい。 

 

 イ 地域支援事業の利用開始手続 

 ロ 地域支援事業の利用料に係る事務 

 ハ 介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合判定等の事務 

 ニ 介護予防・日常生活支援総合事業における高額介護（予防）サービス費

相当事業及び高額医療合算介護（予防）サービス費相当事業の支給手続 

 

⑲ 要介護認定等に係る申請事務について 

介護保険法第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 32 条、第 33 条及び第 33 条の２

に基づく要介護認定等に係る申請書類については、個人番号記載欄が設けられ、

原則として個人番号を記載することとされている。 
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⑳ 介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請事務について 

 介護保険法第37条第２項に基づく介護給付等対象サービス種類の指定変更申

請書類の受付時に個人番号を記載することとされている。 
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番号確認 身元（実存）確認

対
面
・郵
送
（注
）

本人確認の措置

【Ⅰ．本人から個人番号の提供を受ける場合】

② 通知カード 【法16】

③ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 【令12①】

④ ①から③までが困難であると認められる場合 【則３①】

ア 地方公共団体情報システム機構への確認（個人番号利用事務実施者）
イ 住民基本台帳の確認（市町村長）
ウ 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情
報ファイルの確認。
エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された
書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類（ⅰ
個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載されているもの）
※ 個人番号利用事務等実施者が発行等する書類などを想定。

① 個人番号カード 【法16】

② 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育
手帳、在留カード、特別永住者証明書 【則１①一、則２一】

③ 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置
が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住所、
が記載されているもの） 【則１①二、則２二】

④ ①から③までが困難であると認められる場合は、以下の書類を２つ以上 【則１①三、則３②】

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書
類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ氏名、
ⅱ生年月日又は住所、が記載されているもの）

① 個人番号カード 【法16】

（注） 郵送の場合は、書類又はその写しの提出

※ 主に想定されるものを抜粋

【Ⅱ．本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合】

代理権の確認 代理人の身元（実存）の確認 本人の番号確認

対
面
・郵
送
（注
）

① 法定代理人の場合は、戸
籍謄本その他その資格を証
明する書類【則６①一】

② 任意代理人の場合には、
委任状 【則６①二】

③ ①②が困難であると認め
られる場合には、官公署又
は個人番号利用事務実施
者・個人番号関係事務実施
者から本人に対し一に限り発
行・発給された書類その他の
代理権を証明するものとして
個人番号利用事務実施者が
適当と認める書類 【則６①三】

※ 本人の健康保険証などを
想定。

① 代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神
障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 【則７①一】

② 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措
置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ氏名、ⅱ生年月日又は住
所、が記載されているもの）【則７①二】

②’ 法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から発行・発給された書類及び現に個
人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類で
あって個人番号利用事務実施者が適当と認める書類（ⅰ商号又は名称、ⅱ本店又は主た
る事務所の所在地、が記載されているもの） 【則７②】

③ ①②が困難であると認められる場合は、以下の書類を２つ以上
【則９①】

ア 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

イ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された
書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（ⅰ
氏名、ⅱ生年月日又は住所、が記載されているもの）

① 本人の個人番号カード又はその写し【則８】
② 本人の通知カード又はその写し 【則８】
③ 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票
記載事項証明書又はその写し 【則８】

④ ①から③までが困難であると認められる場合
ア 地方公共団体情報システム機構への確認（個人番号
利用事務実施者） 【則９⑤一】
イ 住民基本台帳の確認（市町村長）【則９⑤二】
ウ 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成し
ている場合には、当該特定個人情報ファイルの確認【則９

⑤三】

エ 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関
係事務実施者から発行・発給された書類その他これに
類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と
認める書類（ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住
所、が記載されているもの） 【則９⑤四】

※ 個人番号利用事務等実施者が発行する書類などを
想定。

別紙３
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事 務 連 絡 

平成２７年１２月１７日 

 

関係団体 御中 

医 政 局 

雇用均等・児童家庭局 

社 会 ・ 援 護 局 

障 害 保 健 福 祉 部 

老 健 局 

情報政策担当参事官室 

 
施設等における特定個人情報の取扱いについて 

 
日頃から、厚生労働行政に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本年 10 月より個人番号の通知が順次開始されていますが、介護施設、障害者施設、児童

福祉施設、その他の社会福祉施設、医療機関等（以下「施設等」という。）に住民票を移し

ている方や、通知カードの送付に当たり施設等を居所として登録した入所者・長期入院等を

している方については、当該施設等に通知カードが届いている、あるいは、今後届くことが

想定されます。 

また、これまでも、施設等の職員が各種行政手続等を利用者に代わって行っている場合が

ありますが、来年１月の個人番号の利用開始以降は、施設等の職員が利用者本人の個人番号

を記載した申請書を利用者に代わって提出するなど、今後、施設等において特定個人情報（個

人番号をその内容に含む個人情報）を取扱う場面が想定されます。 

このため、このような場合の施設等における特定個人情報の取扱いについて、下記のとお

り整理しましたので、貴会会員に対して周知をお願い申し上げます。 

 

 

記 
 
第１ 施設等で特定個人情報を保管する場合の取扱い等について 

通知カードや個人番号カード、個人番号が記載された申請書など特定個人情報が記載

された書類については、利用者本人、家族や成年後見人等の代理人が保管することが基

本であるが、心身の機能や判断能力の低下等により、利用者本人による保管が困難で、

かつ家族や成年後見人等の代理人がいない場合など、これに依ることが困難な場合は、

施設等において保管して差し支えないこと。また、この場合は、以下の取扱いとするこ

と。 

（１） 可能な限り、施設等に特定個人情報が記載された書類の保管を委託することについ

て、利用者本人の意思を確認すること。 
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（２） 特定個人情報が漏えいすることのないよう、「特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン（事業者編）」（特定個人情報保護委員会）を参考にして、適正に取り

扱うこと。また、特定個人情報の漏えいを防止する観点から、通知カードや個人番号

カードなど個人番号をマスキング（黒塗りして見えなくすること）することができな

い書類を除き、個人番号の部分を削除又は復元できない程度にマスキング等を行い、

特定個人情報に該当しないよう加工した上で、保管することが望ましいこと。 

 

（３） なお、現時点で利用者本人が保管している場合であっても、家族や成年後見人等の

代理人がいない利用者については、心身の機能や判断能力の低下等により、利用者本

人による通知カード等の保管が困難となった場合の取扱いについて、あらかじめ利用

者本人の意思を確認しておくことが望ましいこと。 

  

※１ 施設等で利用者の特定個人情報を保管する場合は、例えば以下の場面が想定される。 

・ 施設等に通知カードが届いた場合で、心身の機能や判断能力の低下等により、利用者本人による保管

が困難である場合 

・ 利用者本人が、通知カードや個人番号カード、個人番号が記載された申請書など特定個人情報を管理

していたものの、その後、心身の機能や判断能力の低下等により、当該書類の保管が困難となる場合 等 

 

第２ 施設等が利用者本人に代わって個人番号の記載等を含む行政手続に係る申請等を行

う場合の取扱いについて 

 （１）代理申請等を行う場合 

番号制度では、代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、行政手続の申請等を行い、

特定個人情報を提供することが認められており（番号法第 19 条第３号）、申請等の手続

において、個人番号利用事務等実施者による①代理権の確認、②代理人の身元確認、③

本人の番号確認を行うことが必要とされている（番号法施行令第 12 条第２項）。 

施設等の職員が、代理権の授与を受けて、利用者本人に代わって行政手続に係る申請

等の代理を行う場合は、この①～③の手続が円滑に行われるよう、別紙（「Ⅱ．本人の

代理人から個人番号の提供を受ける場合」）を参考に適切に申請等の手続を行うこと。 

 

（２）申請等の代行を行うなど、代理人以外の立場で手続に関与する場合 

① 代理権の授与が困難な利用者本人に代わって申請等を行う場合 

利用者本人の心身の機能や判断能力の著しい低下等により、代理権の授与が困難であ

る場合は、申請書等に個人番号を記載せず、従来どおりの申請等を行うこと。 

 

② 利用者本人の使者（※２）として申請書等を提出する場合 

利用者本人等の意向により、申請書等に個人番号を利用者本人が記入した上で、施設

等の職員が、利用者本人の使者として申請書等の提出をする場合は、施設等の職員が個

人番号を見ることのないよう、施設等の職員は、申請書等を封筒に入れる等の措置をし

た上で提出すること。 

なお、この場合、施設等の職員は、利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載
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することはできないこと。 

また、この場合、自治体の申請窓口等においては、本人から郵送により個人番号の提

供を受ける場合と同様に、別紙（「Ⅰ．本人から個人番号の提供を受ける場合」）のとお

り、①番号確認、②身元（実存）確認を行うことが必要とされていること。 

 

※２ 利用者本人は、自分の意思で行政手続の内容の確認等ができるが（＝代理権の授与は行わない）、

身体の機能の低下等により、利用者本人自身が、申請書等を行政機関等に提出することが困難で、施

設等の職員が代わりに提出する場合等を想定。 

 

（お問い合わせ先） 

【介護施設について】 

担当：老健局総務課 企画法令係 

TEL:03-3591-0954（内線 3909） 

【障害者施設について】 

担当：障害保健福祉部企画課 企画法令係 

TEL:03-3595-2389（内線 3017） 

【児童福祉施設について】 

担当：雇用均等・児童家庭局総務課 企画法令係 

TEL：03-3595-2491（内線 7877） 

【その他の社会福祉施設について】 

担当：社会局総務課 企画法令係 

TEL: 03-3595-2612（内線 2815） 

【医療機関について】 

担当：医政局総務課 企画法令係 

TEL：03-3595-2189（内線 2519） 

【全般について】 

担当：情報政策担当参事官室 企画法令係 

TEL：03-3595-2314（内線 7439） 
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．
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③
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。
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紙
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２
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年
後
見
人
等
を
想
定
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５ 虐待防止・高齢者の権利擁護

＜岡山県長寿社会課ホームページ掲載＞

● 岡山県高齢者虐待防止ガイドライン

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-27611.html

● 身体拘束のないケアの実現に向けて

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-41109.html

● ケア従事者のための身体拘束ゼロハンドブック

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-79991.html

● 養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-12918.html

高齢者虐待防止法Ⅰ
１ 高齢者虐待防止法の成立

近年、我が国においては、介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身

体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な

問題となっています。

平成17 年11 月1 日に国会において「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律 （以下 「高齢者虐待防止法」という ）が議員立法で可決、成立し、平成18」 、 。

年4 月1 日から施行されています。

２ 「高齢者虐待」の捉え方

（１）高齢者虐待防止法による定義

高齢者虐待防止法では 「高齢者」とは65 歳以上の者と定義されています（高齢者虐、

待防止法（以下特に法律名を明記しない限り同法を指します ）第2 条1 項 。。 ）

また、高齢者虐待を「養護者による高齢者虐待」及び「養介護施設従事者等による高齢

者虐待」に分けて次のように定義しています。

ア．養護者による高齢者虐待

養護者とは 「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と、

、 、 、 。されており 高齢者の世話をしている家族 親族 同居人等が該当すると考えられます

養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされ

ています。

、 。ⅰ 身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ 又は生じるおそれのある暴行を加えること
ⅱ 介護・世話の放棄・放任：高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養

護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠
ること。

ⅲ 心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

ⅳ 性的虐待 ：高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させること

ⅴ 経済的虐待：養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその
他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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イ．養介護施設従事者等による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従

事する職員が行う上記ⅰ～ⅴの行為です。

「養介護施設」又は「養介護事業」に該当する施設・事業は以下のとおりです。

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲（高齢者虐待防止法第2条）

区 分 老人福祉法による規定 介護保険法による規定

・老人福祉施設 ・介護老人福祉施設
有料老人ホーム ・介護老人保健施設・

養介護施設 ・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・老人居宅生活支援事業 ・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業

養介護事業 ・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・介護予防支援事業

養介護施設 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
従事者等

（２ 「高齢者虐待」の捉え方と対応が必要な範囲について）

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を上記のように定義していますが、これらは、広い

意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状

態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれること」と捉えた上で、高齢者虐

待防止法の対象を規定したものということができます。

また、介護保険制度の改正によって実施される地域支援事業（包括的支援事業）のひと

つとして、市町村に対し 「被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業、

その他の高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う事業 （介護保険法第115条の４５」

第1項第4号）の実施が義務付けられています。

このため、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事

例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような

事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要

な援助を行っていく必要があります。

３ 養介護施設の設置者、養介護事業者の責務

養介護施設の設置者及び養介護事業を行う者は、従事者に対する研修の実施のほか、利用者

や家族からの苦情処理体制の整備その他従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じ

なければなりません（法第20条 。）

４ 高齢者虐待の防止に向けた基本的視点

＜基本的な視点＞

（１）発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援

高齢者虐待防止対策の目標は、高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持し

ながら安定した生活を送ることができるように支援することです。

高齢者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた高齢者が安定した生活を送れるよ

うになるまでの各段階において、高齢者の権利擁護を理念とする切れ目ない支援体制が
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必要です。

（２）高齢者自身の意思の尊重

高齢者虐待は児童虐待と異なり 「成人と成人」との人間関係上で発生することがほ、

とんどです 「被害者－加害者」という構図に基づく対応ではなく、介護保険制度の理。

念と同様、高齢者自身の意思を尊重した対応を行うことが必要です。

（３）虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

高齢者虐待の問題では、虐待を未然に防止することが最も重要な課題です。そのため

には、家庭内における権利意識の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護知識の周知

、 。などのほか 介護保険制度等の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です

また、近隣とのつきあいがなく孤立している高齢者のいる世帯などに対し、関係者に

よる働きかけを通じてリスク要因を低減させるなど、高齢者虐待を未然に防ぐための積

極的な取組が重要となります。

（４）虐待の早期発見・早期対応

高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し高齢者や養護者・家族に対する

。 、支援を開始することが重要です 民生委員や自治会・町内会等の地域組織との協力連携

地域住民への高齢者虐待に関する啓発普及、保健医療福祉関係機関等との連携体制の構

築などによって、虐待を未然に防いだり、仮に虐待が起きても早期に発見し対応できる

仕組みを整えることが必要です。

（５）高齢者本人とともに養護者を支援する

在宅で養護者による虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉え

てしまいがちですが、介護疲れなど養護者自身が何らかの支援を必要としている場合も

少なくありません。また、他の家族等の状況や経済状況、医療的課題、近隣との関係な

ど様々な問題が虐待の背景にあることを理解しておく必要があります。

高齢者虐待の問題を高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の

状況からその家庭が抱えている問題を理解し、高齢者や養護者・家族に対する支援を行

うことが必要です。

（６）関係機関の連携・協力によるチーム対応

高齢者虐待の発生には、家庭内での長年の歴史を基にした人間関係や介護疲れ、金銭

的要因など様々な要因が影響しており、支援にあたっては高齢者や養護者の生活を支援

するための様々な制度や知識が必要となります。そのため、発生予防から通報等による

事実確認、高齢者の生活の安定に向けた支援にいたる各段階において、複数の関係者が

連携を取りながら高齢者や養護者の生活を支援できる体制を構築し、チームとして虐待

事例に対応することが必要です。

＜留意事項＞

その１ 虐待に対する「自覚」は問わない

高齢者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に高齢者の権利が

侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応すべきです。

その２ 高齢者の安全確保を優先する

高齢者虐待に関する通報等の中には、高齢者の生命に関わるような緊急的な事態もある

と考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想されます。

入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くこと

ができないときでも高齢者の安全確保を最優先する必要があります。その場合、養護者に

対しては関係者からのアプローチや仲介によって信頼関係を構築したり支援を行うなど、

時間をかけた対応が必要となることもあります。
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その３ 常に迅速な対応を意識する

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予

想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要です。また、虐待は夜間

や休日も発生するものであるため、地域で夜間や休日においても相談や通報、届出や緊急

の保護に対応できるようにし、関係者や住民に周知する必要があります。

その４ 必ず組織的に対応する

高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行う

ことが必要です。

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に高齢者虐待担当の管理職やそれに準ずる者な

どに相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、高齢者の安全や事実確

認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要があります。

特に、高齢者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、

また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とします。

その５ 関係機関と連携して援助する

複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可

欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用する

ことが有効です。

ネットワークの運営は地域包括支援センターの業務ですが、各機関の代表者等による会

、 。議とともに 個別の事例に対応するための担当者レベルでのケース会議が必要となります

ケース会議では、事例に対する援助方針やキーパーソン、各機関の役割分担、連絡体制等

を定めて援助内容を決定するとともに、定期的なモニタリングによる援助内容の評価や再

調整を行います。

その６ 適切に権限を行使する

高齢者虐待防止法では、虐待によって生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが

あると認められる高齢者を一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の規定によ

る措置を講じ、又は成年後見開始の審判の請求をすることを規定しています（第9 条 。）

高齢者の安全を最優先に考え、必要がある場合には、適切に行政権限を行使することが必

要です。

家族の意に反し措置を実施するなどの事例は数年に1 回となるなど少ない頻度となる

ことも想定されます。そういった場合でも適切に権限を発動するためには、組織内での実

施ルールの確定、予算措置、実践事例の収集や蓄積、研修など、実施を想定した体制を構

築することが望まれます。
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身 体 拘 束 廃 止 に 向 け てⅡ

【指定介護老人福祉施設に係る基準省令（平成11年厚生省令第39号）第11条その他基準省令関係

条文】→岡山県条例においても規定

「当該入所者（利用者）又は他の入所者等（利用者等）の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という ）を行ってはならない 」。 。

【身体拘束禁止の対象となる具体的行為】

１．ひも等を使用して身体の動きを制限する

（１）徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る。

（２）転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

（３）点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

（４）他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

２．ベルト等を使用して身体の動きを制限する。

、 、 、車いすやいすからずり落ちたり 立ち上がったりしないように Ｙ字型拘束帯や腰ベルト

車いすテーブルをつける。

３．ベッド柵を使用して行動を制限する。

自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む。

４．ミトン型の手袋等をつけて手指の動きを制限する。

点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手

指の動きを制限するミトン型の手袋等をつける。

５．椅子などを使用して行動を制限する。

立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

６．つなぎ服を使用して、動きを制限する。

脱衣やおむつはずしを制限するためにつなぎ服を着せる。

７．過剰に薬を使用して行動を制限する。

行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。

８．鍵をかけた部屋に隔離する。

自分で開けることのできない居室等に隔離する。

【身体拘束が「やむを得ない」と認められる３要件】

・・全て満たしてはじめて「やむを得ない」ということができる。

１．切迫性＝本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる危険性が著しく高いこ

と。

２．非代替性＝身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

３．一時性＝身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

以上の３要件を満たすことなく身体拘束に当たる行動制限等を行った場合、基準省令違反であ

り、虐待に当たるおそれもあります。
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身体拘束廃止に向けてまずなすべきこと－五つの方針－

～「身体拘束ゼロへの手引き」より～

【トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む】

組織のトップである施設長や病院長、そして看護・介護部長等の責任者が「身体拘束廃止」を

決意し、現場をバックアップする方針を徹底することが重要です。そのためには施設長をトップ

とした「身体拘束廃止委員会」を設置し、施設・病院全体で身体拘束廃止に向けて現場をバック

アップしてください。

【みんなで議論し、共通の意識をもつ】

身体拘束の問題は、個人それぞれの意識の問題でもあります。そのため、身体拘束の弊害をし

っかり認識し、どうすれば身体拘束を廃止できるかを、トップも含めてスタッフ間で十分に議論

し、みんなで問題意識を共有していく努力が求められます。

【まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す】

個々の高齢者についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない

状態を作り出す方向を追求していくことが重要です。

問題行動がある場合も、そこには何らかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くこ

とが大切です。

【事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保する】

身体拘束の廃止を側面から支援する観点から、転倒等の事故防止対策を併せて講じる必要があ

ります。

そのためには、転倒や転落などの事故が起きにくい環境づくり（手すりを付ける、足元に物を

置かない、ベッドの高さを低くするなど）と、スタッフ全員で助け合える態勢づくり（対応が困

難な場合について、柔軟性のある態勢の確保）が重要となります。

【常に代替的な方法を考え、身体拘束するケースは極めて限定的に】

身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法はないのか真剣に検討すること

が求められます。

「仕方がない 「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されて」

いる人については「なぜ拘束されているのか」を考え、まず、いかに拘束を解除するかを検討す

ることから始める必要があります。

基準省令において「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は身体拘束が認めら

れていますが、この例外規定は極めて限定的に考え、全ての場合について身体拘束を廃止してい

く姿勢を堅持することが重要です。
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1 

（全国厚生労働関係部局長会議資料(H28.1.19 開催）から抜粋) 

 

２．介護保険制度における指導監督について 

 

ア  介護保険施設等における高齢者虐待等に対する指導・監督の徹底と行政処分の厳格化 

について 

（ア）虐待防止に重点を置いた機動的な指導・監査の実施について 今般、大手介護事業

者グループが運営する複数の事業所において、養介護施設従事者等による深刻な高齢

者虐待が発生し、関係自治体による指導・監査が行われ、事業所に対し行政処分がな

されたところである。 

高齢者虐待は、「人間の尊厳」を著しく侵害する行為であり、決してあってはなら 

ないものである。また、国民の介護保険制度への信頼性に関わる由々しき問題でもあ 

る。 

都道府県等におかれては「介護保険施設等における高齢者虐待等に対する指導・監 

査等の実施について」（平成２７年１１月１３日老指発第 1113 第１号厚生労働省老

健局総務課介護保険指導室長通知（以下「指導室長通知」という。）でお示ししたと

おり、高齢者虐待防止等に重点を置いた機動的な指導監査の積極的な実施をお願いす

る。 

特に、通報、苦情等の内容が利用者の生命、身体に関わるものである場合は、事前 

に通告を行うことなく監査を実施する等、状況に応じた柔軟な対応をお願いする。 

また、今般の事案も踏まえ、実地指導についても、高齢者虐待との関連が疑われる 

場合などを含め、当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認する必要があ 

る場合には、監査と同様、事前に通告を行うことなく実地指導を実施することも検討 

するようお願いしているところである。 

なお、上記に関連して、「介護保険施設等の指導監督の実施について」（平成１８年 

１０月２３日老発第 1023001 号厚生労働省老健局長通知）別添１の「介護保険施設等

指導指針」の見直しを予定しているので、申し添える。 

（イ）関連事業所も含めた重点的な指導・監査の実施と再発防止策について 都道府県等

におかれては、限られたマンパワーで効率的な指導・監査を実施して頂いているとこ

ろであるが、今般の高齢者虐待事案を踏まえ、高齢者虐待事案等問題のあった事業所

はもとより、当該事業所と関連する事業所がある場合については当該関連事業所も含

めて重点的に指導・監査を行われたい。 

また、所管管内において高齢者虐待事案等が生じた場合には、当該事業所には市町 

村へ虐待の速やかな報告を徹底させるとともに、集団指導などの機会を活用して要因 

等の情報を提供するなどにより、虐待の再発防止に努められたい。 

（ウ）虐待事案に係る行政処分の厳格化について 虐待は重大な不正行為であり、決してあ

ってはならないものであることから、都道府県等におかれては、今後、高齢者虐待を

事由とした行政処分を行う場合は、より一 層厳しい対応をしていただくようお願いす

る。 
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６ 介護職員処遇改善加算

（１）介護職員処遇改善加算について

平成２７年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算については、介護職

員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上

の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業所を対象とし、更な

る上乗せ評価を行うための区分（加算Ⅰ）が新設されました。

・加算算定対象サービス及びサービス別の加算率は、別紙１のとおりです。

・介護職員処遇改善加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた

１月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定します。

・当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。

（２）介護職員処遇改善加算の算定要件及び留意事項

加算算定の要件は、別紙２のとおりです。

算定に当たっては、以下の点に特に御留意ください。

ア 加算の算定額に相当する賃金改善の実施

介護職員処遇改善加算を算定する介護サービス事業者又は介護保険施設は、加算の

算定額に相当する介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」と

いう。）を実施してください。本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を

特定した上で賃金改善を行います。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を

低下させてはなりません。

イ 加算の対象となる職員加算の算定額に相当する賃金改善の実施

介護職員処遇改善加算の対象職員は、指定基準上の訪問介護員等、介護職員、指定

（介護予防）小規模多機能型居宅介護従業者（看護師、准看護師として配置されてい

る者を除く。）又は（介護予防）指定認知症対応型共同生活介護の介護従業者として

勤務する者が対象であり、他の職種にのみ従事している者は対象となりません。

ウ 処遇改善計画の周知

処遇改善計画については、全ての介護職員に対して周知する必要があります。掲示

板等への掲示や全従業者への文書による通知等により、計画の内容を周知してくださ

い。

（３）介護職員処遇改善加算算定に必要な届出及び実績報告

加算を算定する場合、加算の届出は毎年度行う必要があり、実績報告も毎年度提出

する必要があります。

提出書類、提出期限は別紙３のとおりです。

詳細は、岡山県長寿社会課ホームページ掲載の「介護職員処遇改善加算届出の手引

（平成２７年１１月版）」を確認してください。

ア 平成２８年度介護職員処遇改善加算届出書の提出期限

来年度当初（４月）から加算算定を希望する場合：平成２８年２月29日（月）

年度途中から加算算定を希望する場合：算定開始月の前々月末日
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イ 平成２７年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出期限

平成２８年３月まで加算算定した場合：平成２８年７月末日

平成２８年２月以前まで加算算定した場合：最終の加算の支払があった月の翌々月

末日

ウ 提出先

提出は、各指定権者ごとに行う必要があります。

岡山県指定事業所については、前年度に引き続き加算算定する場合は、前年度と同

じ県民局に提出してください。

※平成28年度から地域密着型通所介護に移行予定の事業所も、今回は従来どおり

県に提出してください。

エ 実績報告に係る留意事項

１）平成２７年度分介護職員処遇改善加算総額

○ 別紙様式５「平成２７年度分介護職員処遇改善加算総額」には、平成2７年4

月～平成2８年３月サービス提供分までの加算総額（利用者負担額を含む）を記

入する。

ただし、取扱いとして、平成２８年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含ま

ない。逆に、平成２７年３月サービス提供分の月遅れ請求分は含める。

○ つまり、国保連における平成２７年５月～平成２８年４月審査分までの加算総

額（利用者負担額を含む）を記入することになる。

＜国保連から通知されている金額を合計すること。＞ ※

※国保連から通知されている金額には、保険給付分の利用者負担額は含まれてい

るが、区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額は含まれていないた

め、区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を利用者から徴収して

いる場合は、その金額を合算すること。

２）賃金改善所要額

○ 実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、

加算の算定要件を満たしていないため、全額返還となる。（差額の返還ではない。）

また、実績報告を提出しない場合も全額返還となるので、必ず期限内に提出す

ること。

○ 仮に現時点で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回ってい

る場合は、一時金や賞与として追加支給すること。

３）賃金改善実施時期

○ 前年度に加算を算定している場合、賃金改善実施期間が前年度と重複していな

いか確認すること。

○ 賃金改善実施期間の月数が加算の算定月数と同じ月数となっているか確認する

こと。

※ 加算を１２ヶ月間算定している場合、賃金改善実施期間も１２ヶ月となる。

４）賃金改善の方法等

○ 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから、対象とする賃金項目を特定した

上で行い、賃金改善を行った項目については明確に記載すること。

また、特定した賃金項目を含め、特段の事情なく賃金水準を引き下げることは

できない。

★「介護保険の解釈本、青P1176～1182、緑P16～22」にQ&Aが掲載されているので、参

考にしてください。
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介護職員処遇改善加算の届出内容に係る留意点について

１．「キャリアパス要件Ⅰ」について

加算(Ⅰ)を算定する場合、「キャリアパス要件Ⅰ」を満たしていることが必要です。

下記の要件を再度確認の上、念のため根拠書類（就業規則、取扱要領又は内規等）の内

容を再点検いただき、現時点で不十分と思われる場合には、加算の趣旨に沿った内容とな

るよう見直しの上、届出書を提出してください。

なお、根拠書類の提出を省略している場合、必要に応じて根拠書類の追加提出をお願い

する場合がありますので、ご承知おきください。

【キャリアパス要件Ⅰ】

次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に

支払われるものを除く。）について定めていること。

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべて

の福祉・介護職員に周知していること。

２．介護職員処遇改善計画書の内容の職員への周知について

介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）については、全ての介護職員に文書等（文書通

知・回覧・掲示、メールによる通知）により周知してください。

また、（別紙様式２）の⑨「賃金改善を行う方法」については、賃金改善を行う項目ご

とに具体的に記入してください。

【参考】平成24年3月16日付け厚生労働省Ｑ＆Ａ 緑本Ｐ18

（Ｑ24）賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で

判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのよ

うに周知すればよいか。

（答）賃金改善計画等の周知については、全従業者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従業者

への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施するこ

とが必要である。
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別紙１ 

表１ 加算算定対象サービス 

サービス区分 

キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 

介護職員処遇

改善加算（Ⅰ）

に該当（ア） 

介護職員処遇改

善加算（Ⅱ）に

該当（イ） 

介護職員処遇改

善加算（Ⅲ）に

該当（ウ） 

介護職員処遇改

善加算（Ⅳ）に

該当（エ） 

・（介護予防）訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

８．６％ ４．８％ 

(イ)により算

出した単位

(一単位未満

の端数四捨五

入)×０．９ 

(イ)により算

出した単位

(一単位未満

の端数四捨五

入)×０．８ 

・（介護予防）訪問入浴介護 

・（介護予防）通所リハビリテーション 
３．４％ １．９％ 

・（介護予防）通所介護 ４．０％ ２．２％ 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 
６．１％ ３．４％ 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 ６．８％ ３．８％ 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・複合型サービス 
７．６％ ４．２％ 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 ８．３％ ４．６％ 

・介護福祉施設サービス 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・（介護予防）短期入所生活介護 

５．９％ ３．３％ 

・介護保健施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
２．７％ １．５％ 

・介護療養施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護 

 （病院等（老健以外）） 

２．０％ １．１％ 

表２ 加算算定非対象サービス 

サービス区分 加算率 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション 

・（介護予防）福祉用具貸与 

・特定（介護予防）福祉用具販売 

・（介護予防）居宅療養管理指導 

・居宅介護支援 

・介護予防支援 

０％ 

表３ キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
 キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件をすべて

満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
 キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに

加え、職場環境等要件を満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
 キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれ

かを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 
 キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない対象事

業者 

※キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件については、後頁をご参照ください。
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　次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。

イ

ロ

ハ

　次のイ及びロの全てに適合すること。

イ

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。

（キャリアパス要件Ⅰ）

（加算Ⅰの職場環境等要件）

（加算Ⅱ、Ⅲの職場環境等要件）

平成２０年１０月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改善を
除く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。

（キャリアパス要件Ⅱ）

キャリアパス要件及び職場環境等要件

平成２７年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改善を除
く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。
　ただし、平成２７年９月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善（賃金改善を
除く。）の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、上記を満たしたものとする。

一　　資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-
JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件（介護職員
の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われるも
のを除く。）について定めていること。

イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に
周知していること。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又
は二に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保し
ていること。

二　　資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通
費、受講料等）の援助等）を実施すること。
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表４ 職場環境等要件 

資質の向上 

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する者への実務者研修受講支援や、

より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケ

ア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援

（研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事

業者に限る） 

・ その他 

職場環境・ 

処遇の改善 

・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）

制度等導入 

・ 雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修

受講等による雇用管理改善対策の充実 

・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末

を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務

負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理による

サービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による

利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化 

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機

器等導入 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設

の整備 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職

員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等

の整備 

・ その他 

その他 

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 

・ 中途採用者（他産業とからの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事

制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等） 

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベー

ション向上 

・ 非正規職員から正規職員への転換 

・ 職員の増員による業務負担の軽減 

・ その他 
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別紙２ 介護職員処遇改善加算算定要件 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用の見込額

が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適 

切な措置を講じていること。 

② 指定事業所において、①の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の

介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、 

都道府県知事（又は各指定権者）に届け出ていること。 

③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

④ 当該指定事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事（又は

各指定権者）に報告すること。 

⑤ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働

安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

⑥ 当該指定事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

⑦ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  (一)  介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含む。） 

を定めていること。 

  (二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

  (三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機 

会を確保していること。 

  (四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 

⑧ 平成２７年４月から②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容（賃

金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知してい 

ること。 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

① （１）①から⑥までに掲げる基準に適合すること。

② 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

  ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するものを含 

む。）を定めていること。 

  ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

  ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の 

機会を確保していること。 

  ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

③ 平成２０年１０月から（１）②の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の

内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周 

知していること。 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

（１）①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ（２）②又は③に掲げる基準のいずれかに 

適合すること。 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

（１）①から⑥までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

【注】経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であって、介護職員の賃金水準（本加算によ

る賃金改善分を除く。）を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道府県知事（又は各

指定権者）に届け出ること。 
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１　加算を算定する場合の提出書類等　

単一事業所のみ 複数事業所 単一事業所のみ 複数事業所

－ 介護給付費算定に関する体制等に係る届出書 ○ ○

－ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○

1 別紙様式３ 平成　年介護職員処遇改善加算届出書 ○ ○
※処遇改善計画書を単一事業所で
作成の場合

2 別紙様式４ 平成　年介護職員処遇改善加算届出書 ○ ○
※処遇改善計画書を複数事業所で
作成の場合

4 別紙様式10 平成　年度介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト ○ ○ ○ ○

5 別紙様式２ 介護職員処遇改善計画書（平成　　年度加算届出用） ○ ○ ○ ○

3 別紙様式２
（添付書類１）

介護職員処遇改善計画書（事業所等一覧表） ○ ○

6 別紙様式２
（添付書類２）

介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表） ○（※） ○（※）
※複数の都道府県に介護サービス
事業所を有する場合に添付

7 別紙様式２
（添付書類３）

介護職員処遇改善計画書（市町村一覧表） ○（※） ○（※）
※介護サービス事業所の指定権者
が複数ある場合に添付

就業規則（写し） ○（※） ○（※）
※作成義務がない場合は申立書
（参考様式①）を提出

給与規程（写し） （※） （※） ※就業規則と別に作成の場合

8 申立書（参考様式①） ○（※） ○（※） （※） （※）
※前回提出したものに変更がある場
合、変更届(別紙様式7)も一緒に提
出

労働保険保険関係成立届等の納入証明書等（写し） ○（※） ○（※）

9 申立書（参考様式②） ○ ○

10 申立書（参考様式②－２） （※） （※）

資質向上のための計画（任意様式） （※） （※）
※計画書の（２）Ⅱ⑤でアを選択した
場合

11 申立書（参考様式③） ○ ○

- 12 誓約書（参考様式） ○ ○ ○ ○

20 別紙様式６ 特別な事情に係る届出書 （※） （※） （※） （※） ※該当する場合のみ提出

２　実績報告に係る提出書類等

単一事業所のみ 複数事業所 単一事業所のみ 複数事業所※

16 別紙様式８ 平成　年度介護職員処遇改善加算実績報告書 ○ ○

17 別紙様式９ 平成　年度介護職員処遇改善加算実績報告書 ○ （※）

18 別紙様式５ 介護職員処遇改善実績報告書（平成　　年度） ○ ○ ○ （※）

－
賃金改善所要額積算根拠資料（参考様式④）もしくは任
意様式

○ ○ ○ （※）

18 別紙様式５
（添付書類１）

介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表） ○ （※）

18 別紙様式５
（添付書類２）

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表） ○（※） （※）
※複数の都道府県に介護サービス
事業所を有する場合に添付

－ 都道府県状況一覧表の積算資料（任意様式で可） ○（※） （※）

18 別紙様式５
（添付書類３）

介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表） ○（※） （※）
※介護サービス事業所の指定権者
が複数ある場合に添付

19 別紙様式12
平成　年度介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリ
スト

○ ○ ○ （※）

別紙３ 介護職員処遇改善加算の算定及び実績報告に係る提出書類一覧

算定月の前々月末日までに提出

※既存事業所の場合、提出期限
は、算定月前月の15日で可

※新設事業所で確認書類が添付で
きない場合は申立書（参考様式②－
２）を提出

様式番号 提　出　書　類

前年度から引き続き加算算定
する事業所

新規に加算算定する事業所

別紙様式３、
別紙様式４の

添付書類

備　考

※複数事業所の計画を一括作成し、
全ての事業所での廃止・休止等が
あった場合のみ
一部事業所の廃止・休止は変更届
で対応し、実績報告は７月末日ま
で。

前年度２月末日までに提出

様式番号 提　出　書　類

加算算定期間が年度末（３月）
で終了する事業所

加算算定期間が2月以前で終
了する事業所

備　考翌年度７月末日までに提出
最終の加算の支払いがあった
月の翌々月の末日までに提出
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７ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の

受理通知について

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の受理通知について、

知事印を押印していましたが、平成２８年４月１日以降の受理分から、

次の通知例のとおり、知事印を省略します。

通知例

長寿第 号
平成２８年 月 日

○○○ ○○○ 様

岡山県知事 伊原木 隆太
( 公 印 省 略 ）

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の受理について（通知）

先に届出のあったこのことについては、次のとおり受理したのでお知らせ
します。

記

事 業 所 名 ○○○○○

事 業 所 番 号 ３３○○○○○○○○○

（ 通所 介護） 介護職員処遇改善加算 加算Ⅱ →加算Ⅰ

（算定開始年月日） 平成２８年○月○日
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８ 介護サービス情報の公表制度

１ 介護サービス情報の公表制度の概要

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、介護サービスを利用しよ

うとする者等が介護サービス事業所を主体的かつ適切に選択するための情報をイン

ターネット等により提供する仕組みとして平成１８年度から導入されました。

介護サービス事業所が国の管理するシステムに入力することにより、調査・公表

事務を運営する県の審査・公表手続を経て、インターネットを通じて公表されるこ

ととなります。

調査事務及び公表事務は、保健福祉部長寿社会課及び各事業所を所管する県民局

健康福祉部健康福祉課において実施しています。

２ 平成２８年度の運営の概要について（予定）

（１）新規事業所（一部のみなし事業所を除く。）は、「基本情報」のみを公表システ

ムにより報告します。

（２）既存事業所（基準日（４月１日)前の一年間に提供したサービスの対価として

支払いを受けた金額が１００万円を超える事業所のみ）は、「基本情報」及び「運

営情報」を公表システムにより報告します。

（３）新規及び既存事業所は、「県独自項目」及び「事業所の特色」を任意で公表す

ることができます。

（４）県が定める指針に基づき、必要に応じて調査を実施します。

（５）平成２８年度の具体的な事業運営については、平成２８年度「公表計画」を定

め、改めてお知らせします。

平成２８年度予定

基本情報
必須項目

運営情報＜既存事業所は必須項目・新規事業所は任意項目＞
公表内容

県独自項目
任意項目

事業所の特色

調 査 調査指針に基づき知事が必要と認める場合に実施

手数料 負担なし

公表サーバー 国が一元管理するサーバーで公表

実施機関 岡山県が直接実施（長寿社会課・県民局健康福祉課）

66



３ 介護サービス情報の公表制度の変更点

（１）平成２７年度の変更点

① 従業者の資質向上に向けた取組、雇用管理の取組を公表できる仕組みへ

② 通所介護事業所の提供する宿泊サービスを公表対象に追加

③ 地域包括支援センター情報の追加（公表主体は市町村）

④ 生活支援等サービス情報の追加（公表主体は市町村）

（２）平成２８年度以降の変更点

介護サービス情報の公表に係る事務・権限については、平成２８年度以降に都道

府県から政令指定都市に移譲する方針とされていますが、施行時期については国に

おいて検討中です。

４ その他

事業所向け操作マニュアル及び報告サブシステム（事業所向け）ＵＲＬ等介護サ

ービス情報に関することは、下記に掲載しています。

岡山県保健福祉部長寿社会課ＨＰ

＜介護保険・老人福祉関係事業者の皆様へのお知らせ＞

「介護サービス情報の公表」について

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7669.html
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岡山県介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針（案）

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の３５第

３項及び健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定

による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第１１５条の３５第３項の規定

による介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関し、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の４７の２の規定により、次のとおり調

査指針を定める。

１ 調査実施の指針

調査は、原則として、下記の場合に行うこととする。

（１）調査を希望する事業所に対しては、当該年度の県の実地指導を優先的に実施し、

実地指導と同時に調査をすることとする。

ただし、運営推進会議等に報告の上公表をしている地域密着型サービス事業所

や福祉サービス第三者評価を定期的に実施している事業所については、調査を行

わないこととする。

（２）公表内容について、利用者等から通報があり、調査において内容確認が必要で

あると判断される場合

（３）報告内容に虚偽が疑われる場合

（４）県所管事業所・施設について新規指定後初めて実地指導を行う場合

２ 調査の効果的実施

調査を効果的に実施するために、上記１（１）の当該年度の調査は、調査を希望

する旨を５月末までに、事業所を所管する県民局へ連絡してきた場合に限り実施す

る。

また、県が指定権限を有しない事業所（指定都市等が指定する事業所又は市町村

が指定する地域密着型事業所）に対しても調査をすることができるが、調査を実施

する必要がある場合には、該当の指定権者に適宜情報を提供し、連携の上、適正な

調査を行うこととする。

附則（施行期日）

この指針は、平成２４年１０月１日から施行する。

この指針は、平成２８年○月○日から施行する。
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平成28年度版(案)

介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を主体的に選択できるように、その判断に資するための
「介護サービス情報」を、比較検討が可能な形でインターネットを通じて提供する仕組み

平成２８年度公表計画の策定   ＆ 調査指針の策定

★介護サービス情報★

〈例〉 〈例〉
　・事業所の職員体制

　・床面積、機能訓練室等の設備

　・利用料金・特別な料金

　・サービス提供時間　　　　等

国が一元管理するシステム

を活用して公表
（平成24年度から）

②事業者からの報告
1 原則、インターネットによる報告
2 １ができない場合は、

調査表に記入後、県民局へ
提出

岡山県「介護サービス情報の公表」制度の仕組み

介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介
護サービスを利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なもの

―基本情報― ―運営情報―

長寿社会課

介護サービス事業者

　・介護サービスに関するマニュアルの有無

　・サービス提供内容の記録管理の有無

―任意情報―

　　「介護サービス情報」に基づく比較検討を通じて、自ら主体的に介護サービス事業者を選択

　・職員研修のガイドラインや実績の有無

　・身体拘束を廃止する取り組みの有無　　等

介護サービス情報 

公表システム 

県

民

局

が

調

査 

※ 

① 

通

知 

① 
 
 

通 
 
 

知 
 

③

県

が

公

表 

受  理 

確  認 

各事業所を所管する県民局 

事業所の特色 
 

サービスの内容、従業者・利用者の特色

等に関する自由記述、画像等の登載 

※調査指針に基づき調査を実

県独自項目 
・成年後見制度への配慮 

・人権擁護、虐待防止に係る従業者研修 

・地産地消 

・非常災害時の避難・救出訓練等の実施 

②

事

業

者

が

報

告 

利用者又はその家族等 

＊従業者に関する情報公表（H27年度から） 

  従業者の資質向上に向けた取組状況（各種

研修、キャリア段位制度の取組等）の公表  

＊雇用管理に係る情報の公表（H27年度から） 

  勤務時間、賃金体系、休暇制度、福利厚生、離

職率など 

＊地域包括支援センター等の情報公表 

（H27年10月から） 

  地域包括支援センター及び生活支援等

サービス情報の公表 

（公表主体 市町村） 

＊通所介護の宿泊サービスの公表 

（H27年度から） 

  通所介護の設備を利用して提供され

る法定外の宿泊サービス（お泊まりデ

イ）に係る情報公表 
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１　目的

　　介護保険法に基づく運営基準等において、介護保険事業者（以下「事業者」という。）は、介

　護サービスの提供による事故発生の防止並びに発生時の対応について、必要な措置が定められて

　いる。

　　しかし、介護保険施設等における介護サービス提供中の重大な事故が後を絶たず、高齢者の生

　命・身体の安全の確保が最優先の課題となっている状況である。

　　このため、介護サービスの提供に伴う事故発生の未然防止、発生時の対応及び再発防止への取

　組等について次のとおり指針を定め、もって、利用者（指定通所介護事業者が指定通所介護事業

　所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合における当該

　サービスの利用者を含む。以下同じ。）又は入所者の処遇向上を図ることを目的とする。

２　事故発生の未然防止

（１）居宅サービス事業者

　　①　利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ

　　　定めておくこと。

　　②　管理者は、従業者に対し、事故発生の防止に関する知識等を周知するとともに、事業所外

　　　の研修等を受講させるよう努めること。

（２）施設サービス事業者

　　①　事故発生の防止のための指針を整備すること。

　　②　事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

　　　（上記の指針、委員会及び研修についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

３　事故発生時の対応

（１）居宅サービス事業者

　　①　事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

　　②　当該利用者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）、当

　　　該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡・報告を行うこと。

　　③　事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

　　　（記録は５年間保存すること。）

（２）施設サービス事業者

　　①　事故の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。

　　②　当該入所者の家族、県（所管県民局健康福祉部）、市町村（所在市町村及び保険者）等に

　　　連絡・報告を行うこと。

　　③　事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

　　　（記録は５年間保存すること。）

４　事故後の対応及び再発防止への取組

（１）居宅サービス事業者

　　①　賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

　　②　事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従業者に周知徹底

　　　すること。

（２）施設サービス事業者

　　①　賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

　　②　事実の報告及びその分析を通じた改善策を全従業者に対し周知徹底すること。

　　　（上記の報告、分析等についての詳細は、基準条例及び解釈通知を参照すること。）

９ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応に係る指針 
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５　県（所管県民局健康福祉部）への報告

（１）報告すべき事故の範囲

　　　報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。

　　①　サービス提供による利用者又は入所者の事故等

　　　ア　事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サービス提供時の

　　　　事故により、医療機関で治療又は入院したもの及びそれと同等の医療処置を行ったものを

　　　　原則とする。（事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者又は入所者自身に起因する

　　　　もの及び第三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。）

　　　イ　サービス提供には、送迎等も含むものとする。

　　②　食中毒、感染症（結核、インフルエンザ他）の集団発生

　　③　従業者の法律違反・不祥事等利用者又は入所者の処遇に影響のあるもの

　　④　火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等

（２）報告事項

　　　県（所管県民局健康福祉部）への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、市町村で報告様

　　式が定められている場合や、別紙様式の各項目が明記されている書式がある場合には、それに

　　よっても差し支えない。

（３）報告手順

　　　事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局健康福祉部）及び市町

　　村（所在市町村及び保険者）に報告する。

　　①　第一報

　　　　死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、その後、速や

　　　かに報告書を提出する。

　　②　途中経過及び最終報告

　　　　事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故処理

　　　が完了した時点で、最終報告書を提出する。

※　参考（事故報告フロー図）

事故発生 
 

・サービス提供による利用者の事故等 

 （死亡事故の他、骨折、誤嚥等） 

・食中毒、感染症（結核、インフルエ 

 ンザ他）の集団発生 

・従業者の法律違反、不祥事等 

・火災、震災、風水害等の災害 

事故の態様に応じ、 

必要な措置を迅速に講じる 

事故の状況及び 

事故に際して採った処置について 

記録 

・家族に連絡 

 

・死亡事故等の緊急性の高い場合は、 

 県（所管県民局健康福祉部）及び 

 市町村（所在市町村及び保険者） 

 に電話等により連絡 

 

・居宅介護支援事業者に連絡 

 （※居宅サービスの場合） 

・県（所管県民局健康福祉部） 

 

・市町村（所在市町村及び保険者） 

 

※第一報並びに途中経過及び最終報告 

事業者 

連絡 

県（本庁長寿社会課） 

連

絡

調

整 
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（報告様式）                                                           第１報：平成  年  月  日 

                                                                       第２報：平成  年  月  日 

介護保険事業者・事故報告書 

第１報（発生後速やかに報告） 

 

事  業  所       

名 称     ｻ ｰﾋﾞｽ種類        

所在地     電 話 番 号        

報告者    職名           氏 名 

利  用  者       氏 名                       （ 男 女 ） 被保険者番号  

生年月日     明･大･昭   年   月  日（  歳） 要 介 護 度       要支援（ ）・要介護（ ） 

 

 

事故の概要       

発 生 日 時       平成  年   月   日（  ）  午前・午後  時  分 頃 

発 生 場 所       □居室 □廊下 □トイレ □食堂 □浴室 □その他（             ） 

事 故 種 別       □転倒 □転落 □誤嚥･異食 □誤薬 □失踪 □食中毒 

□感染症等（      ）  □その他（                         ） 

事 故 結 果       □通院 □入院 □死亡 □骨折 □打撲･捻挫 □切傷  □その他（      ） 

事故発生時の具体的状況 

 

 

 

 

 

 

 

報告先  報告･説明日時 

医師  ／  ： 

管理者   ／  ： 

担当ＣＭ   ／  ： 

家族   ／  ： 

県民局   ／  ： 

市町村   ／  ： 

   ／  ： 

                                                                                 

第２報（第１報後２週間以内） 

事故後の対応 （利用者の状況、家族への対応等） 

 

 

 損害賠償 □有（□完結 □継続） □無  □未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

注１ 介護サービス提供中に事故等が発生した場合に、この報告書を県（所管県民局）に提出してください。 

注２ 第２報提出時に事故対応が未完結の場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを、今後の対応・方針欄

に記載してください。なお、記入欄が不足する場合は、必要に応じ別に記載してください。 
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１０ 介護職員等による喀痰吸引等の実施

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成２４年４月１日から、一定の研修を受

けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の

条件の下で、医療行為である喀痰吸引等（たんの吸引・経管栄養）の行為を実施できるように

なりました。

１ 制度ができた背景

これまで、介護職員等によるたんの吸引等の医療行為は、当面のやむを得ない措置として

一定の要件の下に運用（実質的違法性阻却）されてきましたが、今回の社会福祉士及び介護

福祉士法の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、業として喀

痰吸引等の行為を実施できることが法律上明記されました。

２ 制度開始

平成２４年４月１日

３ 対象となる行為

・たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

・経管栄養（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養）

４ 喀痰吸引等の行為を行う者

・介護福祉士（平成２９年１月以降の国家試験合格者）

・介護職員等（上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員

等）

５ 喀痰吸引等の行為の実施場所及び実施者

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設や、在宅（訪問介護事業所等からの訪問）

などの場において、介護福祉士や、認定を受けた介護職員等のいる登録事業者により実施さ

れます。

６ 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等

登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従

事者として、認定証の交付を受けた上で、また、上記の職員が所属する事業所は、特定行為

事業者として、県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。

７ お問い合わせ先

入所系施設・事業所（不特定多数の者対象）… 長寿社会課（長寿社会企画班）

086-226-7326
在宅系事業所（特定の者対象） … 障害福祉課（福祉推進班）

086-226-7362
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○制度に関する資料

制度の概要については、下記のサイトを参照ください。

厚生労働省ホームページ内 ＜喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について＞

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

○実質的違法性阻却について

１ 実質的違法性阻却とは

たんの吸引・経管栄養は医療行為に該当し、医師、看護職員のみが実施可能ですが、例

外として、本人の文書による同意、適切な医学的管理等一定の条件下で、介護職員等によ

る実施が認められてきました。

２ 経過措置及び経過措置対象者の認定特定行為業務従事者申請について

実質的違法性阻却により、現に喀痰吸引等を行っている者は、その行為ごとに、必要な

知識及び技術を習得していることについて県に申請を行い、認定証が交付されることによ

り引き続き必要な知識及び技能を修得してる範囲において、喀痰吸引等の行為が可能にな

ります。

○介護職員等が喀痰吸引を行うには

１ 介護職員等に対する研修について

喀痰吸引等の行為を実施する場合には、県又は登録研修機関が行う一定の研修を修了す

る必要があります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用

者に対して喀痰吸引等の行為を行う「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校

等において特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う「特定の者対象研修」の２種類

があります。

＜不特定多数の者対象研修＞については長寿社会課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/420175.html
＜特定の者対象研修＞については障害福祉課ホームページへ

http://www.pref.okayama.jp/page/264436.html
２ 認定特定行為業務従事者の認定について

研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交

付を受ける必要があります。

３ 登録特定行為事業者の登録について

認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業

者」として県へ登録申請を行う必要があります。

○登録研修機関について

介護職員等に対する研修（「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」）を実施しよう

とする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。

○岡山県からの通知等

・違法性阻却による介護職員等の喀痰吸引等の実施にかかる経過措置の扱いについて（通知）

（平成 24年 1月 27日保福第 592号）
・違法性阻却による介護職員等の喀痰吸引等の実施にかかる認定特定行為業務従事者認定証

（経過措置）交付申請書の添付書類について（平成 24年 2月 7日事務連絡）

通知の参照等、詳しくは岡山県保健福祉部長寿社会課のホームページから

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/

＜介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）について＞

http://www.pref.okayama.jp/page/420171.html
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医
師

の
指

示
及

び
、

実
地

対
象

者
又

は
家

族
の

同
意

の
も

と

指
導

看
護

師
：
看

護
師

講
 師

：
医

師
、

看
護

師

ケ
ア

の
種

類
実

施
回

数

1
0
回

以
上

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

登
録

特
定

行
為

事
業

者
（
H

2
4
年

度
～

）
登

録
喀

痰
吸

引
等

事
業

者
（
H

2
8
年

度
～

）

　
　

※
講

義
修

了
後

、
　

 　
　

筆
記

試
験

実
施

施
設

、
事

業
所

等
登

録
研

修
機

関

講
習

（
講

義
、

演
習

）

伝
達

講
習

講
義

演
習

指
導

実
地

指
導

介
護

職
員

介
護

職
員

実
習

５
０

時
間

演
習

医
師

、
看

護
師

→
講

師
、

指
導

看
護

師

指
導

者
講

習
を

受
講

し
た

看
護

師
等

が
講

師
と

な
り

、
厚

労
省

実

施
の

講
習

と
同

等
の

内
容

に
よ

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー

登
録

介
護

職
員

看
護

職
員

指
示

連
携

連
携

の
指

示

登
録

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
（
H
24

年
度

～
）

医
師

利
用

者
（
実

地
対

象
者

）

別
紙

参
照

別
紙

参
照

た
ん

の
吸

引
等

の
実

施

口
腔

内
気

管
ｶ
ﾆ
ｭ
ｰ

ﾚ
内

部
鼻

腔
内

経
管

栄
養

気
管

ｶ
ﾆ
ｭ
ｰ

ﾚ
内

部
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う

経
管

栄
養

経
鼻

経
管

栄
養

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

経
鼻

経
管

栄
養

救
急

蘇
生

法

※
人

工
呼

吸
器

装
着

者
に

対
す

る
喀

痰
吸

引
が

　
 必

要
な

場
合

に
は

、
別

途
実

地
研

修
を

行
う

※
演

習
は

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー
が

必
要

5
回

以
上

1
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

5
回

以
上

※
人

工
呼

吸
器

装
着

者
に

対
す

る
喀

痰
吸

引
が

　
 必

要
な

場
合

に
は

、
別

途
演

習
を

行
う

2
0
回

以
上

2
0
回

以
上

※
指

導
看

護
師

は
各

プ
ロ

セ
ス

で
評

価
を

実
施

※
指

導
看

護
師

は
各

プ
ロ

セ
ス

で
評

価
を

実
施

※
指

導
看

護
師

が
実

習
全

て
に

立
会

の
う

え
実

施

2
0
回

以
上

医
師

、
看

護
師

→
講

師
、

指
導

看
護

師

施
の

講
習

と
同

等
の

内
容

に
よ

り
実

施

講
習

（
講

義
、

演
習

）

利
用

者

※
全
て
の
行
為
を
修
了

し
た
場
合
は

　
研
修
類
型
①
と
な
る
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（別
紙
） 

講
義
１

 
介
護
職
員
等
に
よ
る
た
ん
の
吸
引
等
の
実
施
に
つ
い
て

 

・
制
度
の
概
要

 

講
義
２

 
介
護
職
員
等
に
よ
る
た
ん
の
吸
引
等
の
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

 

・
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
研
修
テ
キ
ス
ト
概
説

 

講
義
３

 
た
ん
の
吸
引
の
ケ
ア
実
施
に
つ
い
て
【
講
義
】 

・
「
た
ん
の
吸
引
が
必
要
な
利
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
知
識
・
技
術
」
に
お
け
る
指
導
上

の
ポ
イ
ン
ト

・
「
た
ん
の
吸
引
の
指
導
、
評
価
」
の
手
順

講
義
４

 
経
管
栄
養
の
ケ
ア
実
施
に
つ
い
て
【
講
義
】 

・
「
経
管
栄
養
が
必
要
な
利
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
知
識
・
技
術
」
に
お
け
る
指
導
上
の

ポ
イ
ン
ト

・
「
経
管
栄
養
の
指
導
、
評
価
」
の
手
順

講
義
５

 
た
ん
の
吸
引
の
ケ
ア
実
施
に
つ
い
て
【
演
習
】 

・
「
た
ん
の
吸
引
が
必
要
な
利
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
知
識
・
技
術
」
の
確
認

 
・
「
た
ん
の
吸
引
の
指
導
、
評
価
」
の
実
際

 
・
「
人
工
呼
吸
器
」
の
指
導
の
際
の
留
意
点

 

講
義
６

 
経
管
栄
養
の
ケ
ア
実
施
に
つ
い
て
【
演
習
】 

・
「
経
管
栄
養
が
必
要
な
利
用
者
の
ケ
ア
に
関
す
る
知
識
・
技
術
」
の
確
認

 
・
「
経
管
栄
養
の
指
導
、
評
価
」
の
実
際

 
・
「
Ａ
Ｅ
Ｄ
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
」
の
指
導
の
際
の
留
意
点

 

講
義
７

 
安
全
管
理
体
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て

 
・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
の
意
義
と
実
際

 
・
事
故
発
生
の
防
止

 

講
義
８

 
施
設
、
事
業
所
に
お
け
る
体
制
整
備
に
つ
い
て

 
・
ケ
ア
実
施
に
必
要
な
体
制
整
備
の
概
要
と
各
職
種
の
役
割

 
・
体
制
整
備
の
実
際

 

質
疑
応
答

 

項
 

目
 

時
間

 

1
 人
間
と
社
会

 
1
.5

 

2
 保
健
医
療
制
度
と
チ
ー
ム
医
療

 
2
.0

 

3
 安
全
な
療
養
生
活

 
4
.0

 

4
 清
潔
保
持
と
感
染
予
防

 
2
.5

 

5
 健
康
状
態
の
把
握

 
3
.0

 

6
 高
齢
者
及
び
障
害
児
・
者
の
「
た
ん
の
吸
引
」
概
論

 
1
1
.0

 

7
 高
齢
者
及
び
障
害
児
・
者
の
「
た
ん
の
吸
引
」
実
施
手
順
解
説

 
8
.0

 

8
 高
齢
者
及
び
障
害
児
・
者
の
「
経
管
栄
養
」
概
論

 
1
0
.0

 

9
 高
齢
者
及
び
障
害
児
・
者
の
「
経
管
栄
養
」
実
施
手
順
解
説

 
8
.0

 

講
  
義

  
時

  
間

  
合

  
計

 
5
0
.0

 

基
本
研
修
（講

義
）の

内
容
及
び
時
間
数
（5

0
時
間
） 
【対

象
者
：介

護
職
員
】 

指
導
者
講
習
・プ
ロ
グ
ラ
ム
（２
日
間
で
実
施
） 
【対

象
者
：看

護
師
等
】 
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１
１
　
医
師
法
第
１
７
条
、

歯
科

医
師

法
第

１
７

条
及

び
保

健
師

助
産

師
看

護
師

法
第

３
１

条
の

解
釈

 

77



78



79



１
２

　
ス

ト
ー

マ
装

具
の

交
換
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47
57

2
3

12
1

12

53
7

53
4

53
5

1

1

20
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65
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27

2-
39

34
08
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00
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0-
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70
24

08
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42
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19
41

71
4-

85
02

2-
5

08
65

-6
9-

16
75

08
65

-6
3-

57
50

71
6-

85
85

28
6-

1
08

66
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1-
28
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08
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2-
80
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71
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00
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67
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56
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08

67
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71
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00
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59

1
08

67
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4-
29

90
08

67
-4

4-
29

17
70

8-
00

51
11

4
08
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-2

3-
01
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08
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-2

3-
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70
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2

08
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3-

40
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0-
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08
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
か
ら
高
齢
者
を
守
る
方
法
を
学
ぶ

高
齢
者
介
護
施
設
な
ど
で

働
く
あ
な
た
へ

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

最
新
情
報
＆
問
い
合
わ
せ
先

厚
生
労
働
省
　
感
染
症
相
談
窓
口

03
-5
29
9-
33
06

受
付
時
間
：
午
前
9時
～
午
後
5時
／
月
曜
日
～
金
曜
日（
祝
日
、年
末
年
始
除
く
）

※
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
性
感
染
症
・
そ
の
他
感
染
症
全
般
に
つ
い
て
お
問
合
せ
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

行
政
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
質
問
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

ht
tp
://
w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/b
un
ya
/k
en
ko
u/
ke
kk
ak
u-
ka
ns
en
sh
ou
01
/q
a.
ht
m
l

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Q
&
A

（
厚
生
労
働
省
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Q
&
A

（
国
立
感
染
症
研
究
所
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
）

ht
tp
://
id
sc
.n
ih
.g
o.
jp
/d
is
ea
se
/in
flu
en
za
/fl
uQ
A/
in
de
x.
ht
m
l

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
レ
ベ
ル
マ
ッ
プ

（
国
立
感
染
症
研
究
所
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
）

ht
tp
s:/
/n
es
id
3g
.m
hl
w
.g
o.
jp
/H
as
se
id
ok
o/
Le
ve
lm
ap
/fl
u/
in
de
x.
ht
m
l

平
成
25
年
 2
月

企
画
・
発
行
　
厚
生
労
働
省
 健
康
局
 結
核
感
染
症
課

　
　
　
　
　
　
〒
10
0

　
　
　
　
　
　
TE
L 
03

52
53

11
11

制
　
　
　
作
　
株
式
会
社
 電
通

監
　
　
　
修
　
和
田
 耕
治
 
（北
里
大
学
医
学
部
 公
衆
衛
生
学
准
教
授
）
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3

くし
ゃ
み
や
会
話
な
ど
で
口
か
ら
飛
び
出
し
た
水
滴（
飛
沫
）は
、

半
径
何
m
の
範
囲
に
飛
ぶ
で
し
ょ
う
か
？

Q
1

答
え
は
…

高
齢
者
介
護
施
設
で
感
染
の
危
険
性
が
高
く
な
る
時
期

重
症
に
な
り
や
す
い
人

65
歳
以
上
の
方
、持
病
の
あ
る
方

●
65
歳
以
上
の
方
は
、重
症
に
な
る
危
険
性
が
高
く
な
る

　
ま
た
、呼
吸
器
や
心
臓
な
ど
に
持
病
の
あ
る
人
は
、肺
炎
を
引
き
起
こ
し
死
に
至
る
こ
と
も
珍
し

く
な
い
た
め
、高
齢
者
介
護
施
設
で
は
、よ
り
充
実
し
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
が
必
要
と
な
る

地
域
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
し
て
い
る
時
期

●
職
員
や
訪
問
者
が
施
設
外
で
感
染
し
、施
設
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
む

可
能
性
が
あ
る
た
め
、地
域
で
の
流
行
状
況
を
確
認
す
る

CH
EC

K
 !

CH
EC

K
 ! 11

チ
ャ
プ
タ
ー

チ
ャ
プ
タ
ー

感
染
経
路

飛
沫
感
染
と
接
触
感
染

●
飛
沫
感
染

感
染
し
た
人
か
ら
咳
や
く
し
ゃ
み
、会
話
な
ど
で
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
含
ん
だ
飛
沫
が
飛
び

散
り
そ
れ
を
健
康
な
人
が
口
や
鼻
か
ら
吸
い
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
ウ
イ
ル
ス
が
体
内
に
入
り
込
み
体
内

で
増
殖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
す
る
こ
と

●
接
触
感
染

感
染
し
た
人
の
咳
、く
し
ゃ
み
、鼻
水
な
ど
が
付
い

た
手
で
ド
ア
ノ
ブ
や
ス
イ
ッ
チ
、手
す
り
な
ど
に
触

れ
、そ
の
後
同
じ
箇
所
に
別
の
人
が
触
れ
る
こ
と

で
間
接
的
に
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
こ
と

接
触
感
染
予
防
の
た
め
に
は
、「
こ
ま
め
な
手
洗
い
」が
大
切
！

※
水
で
手
洗
い
が
で
き
な
い
場
所
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ん
だ

　
手
指
消
毒
薬
を
使
用
す
る
の
も
よ
い

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
レ
ベ
ル
マ
ッ
プ
（
国
立
感
染
症
研
究
所
感
染
症
情
報
セ
ン
タ
ー
）

ht
tp
s:
//
ne
si
d3
g.
m
hl
w
.g
o.
jp
/H
as
se
id
ok
o/
Le
ve
lm
ap
/fl
u/
in
de
x.
ht
m
l

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

［
正
し
い
手
指
の
洗
い
方
］

①
石
け
ん
を
泡
立
て
な
が
ら
、
手
の
ひ
ら
を
洗
う

②
手
の
甲
　
　
③
指
の
間
　
　
④
親
指
の
ま
わ
り

⑤
指
先
と
爪
　
⑥
手
首
　
の
順
で
、

15
秒
以
上
か
け
て
洗
う

洗
っ
た
あ
と
は
、ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
で
拭
き
取
り
、

ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
は
す
み
や
か
に
捨
て
る

口
や
鼻
か
ら
入
っ
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
、の
ど
の
粘
膜
な
ど
で

増
殖
す
る
こ
と
で
起
こ
る
急
性
の
呼
吸
器
感
染
症
の
こ
と

2

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
は
？

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
は
？

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
の
基
礎

●
日
本
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、1
2月
～
3月
に
流
行
す
る
こ
と
が
多
く
、毎
年
、子
ど
も

か
ら
高
齢
者
ま
で
約
10
00
万
人
と
い
う
多
く
の
人
が
発
症
し
て
い
る

ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
免
疫
を
持
た
な
い

●
こ
れ
ま
で
流
行
し
て
い
た
タ
イ
プ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
は
異
な
り
、ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
の

ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
免
疫
を
持
た
な
い
た
め
、世
界
中
で
大
規
模
な
ま
ん
延
を
引
き
起
こ
し
、

私
た
ち
の
生
活
ま
で
脅
か
す
恐
れ
が
あ
る

●
急
な
発
熱
、の
ど
の
痛
み
、頭
痛
や
体
の
だ
る
さ
、関
節
の
痛
み
な
ど
全
身
症
状
が
特
徴

●
感
染
し
て
も
症
状
が
軽
度
、ま
た
は
出
な
い
こ
と
も
あ
り
、高
齢
者
の
場
合
に
は
微
熱
や

呼
吸
器
症
状
、元
気
が
な
く
な
る
と
い
っ
た
症
状
の
み
の
場
合
も
少
な
く
な
い

　
→
対
応
が
遅
れ
る
こ
と
で
、感
染
が
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

　
　
小
さ
な
変
化
に
気
づ
く
た
め
の
普
段
か
ら
の
細
か
い
観
察
が
と
て
も
大
切

●
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
場
合
の
症
状
の
程
度
は
、現
段
階
で
は

不
明
な
点
が
多
い
。し
か
し
、季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
様
、発
熱
や
全
身
症
状
が
想

定
さ
れ
る
。季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
よ
り
も
重
症
化
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

症
状
の
特
徴
と
注
意
点
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チ
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症
　
状
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施
設
外
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ
と
が
重
要

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
高
齢
者
が
い
た
場
合

5

面
会
者
や
利
用
者
な
ど
訪
問
者
へ
の
対
応

●
施
設
に
入
る
前
に
、手
洗
い
や
、手
指
の
消
毒
を
お
願
い
す
る

●
咳
や
く
し
ゃ
み
を
し
て
い
る
人
に
は
マ
ス
ク
を
し
て
も
ら
い
、感
染
が
疑
わ
れ
る
人
や
感
染
し

た
人
に
は
訪
問
を
控
え
て
も
ら
う

●
施
設
の
入
り
口
、外
来
な
ど
目
に
触
れ
や
す
い
と
こ
ろ
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
ポ
ス

タ
ー
を
掲
示
す
る
な
ど
し
て
、職
員
な
ら
び
に
高
齢
者
、訪
問
者
に
周
知
徹
底

日
常
行
う
べ
き
感
染
対
策

施
設
内
の
衛
生
管
理

●
テ
ー
ブ
ル
や
手
す
り
、ド
ア
ノ
ブ
な
ど
人
が
頻
繁
に
触
る
部
分
は
こ
ま
め
に
拭
く

●
床
は
定
期
的
に
清
掃
し
、使
用
し
た
雑
巾
や
モ
ッ
プ
は
十
分
洗
浄
、乾
燥
さ
せ
る

●
床
に
、体
液
な
ど
目
に
見
え
る
汚
れ
が
あ
る
と
き
に
は
手
袋
を
着
用
し
て
拭
い
た
あ
と
、乾

燥
さ
せ
る

●
手
洗
い
場
で
は
、肘
押
し
式
や
、セ
ン
サ
ー
式
、足
踏
み
式
蛇
口
等
を
設
け
、使
い
捨
て
の

ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
を
設
置
す
る

感
染
対
策
に
向
け
た
介
護
と
処
置

●
高
齢
者
の
状
態
を
日
ご
ろ
か
ら
観
察
し
、異
常
の
兆
候
の
早
期
発
見
に
努
め
る

●
食
事
・
排
泄
の
介
助
や
痰
の
吸
引
な
ど
の
処
置
の
際
に
感
染
が
多
い
こ
と
に
注
意
し
、

使
い
捨
て
の
マ
ス
ク
、手
袋
、エ
プ
ロ
ン
、ガ
ウ
ン
な
ど
を
十
分
常
備
し
て
お
く

【
介
護
職
員
が
入
所
者
の
健
康
状
態
の
異
常
を
発
見
し
た
ら
…
】

す
ぐ
に
看
護
職
員
や
医
師
に
知
ら
せ
、受
診
さ
せ
る
か
さ
せ
な
い
か
等
の
判
断
は
、施
設
で
決
め
ら
れ
た
方
針
に

基
づ
い
て
決
定
。高
齢
者
に
受
診
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、す
み
や
か
に
医
師
に
連
絡
し
、必
要
な
指
示
を
仰

き
、必
要
に
応
じ
て
、医
療
機
関
で
受
診
さ
せ
ま
し
ょ
う
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●
可
能
な
限
り
個
室
に
移
す

　
・
感
染
者
本
人
を
個
室
に
移
動
さ
せ
る

　
・
同
室
者
を
他
の
部
屋
に
移
動
さ
せ
て
感
染
者
の
居
室
を
個
室
状
態
に
す
る

　
・
感
染
者
が
複
数
い
る
場
合
は
、感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、感
染
者
を
同
一
の
部
屋
に
移
動
さ
せ
る
　
な
ど

4

自
ら
が
感
染
源
に
な
ら
な
い
た
め
に

職
員
が
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と

●
職
員
が
感
染
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、施
設
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
む
こ
と

に
な
る

●
自
身
に
発
熱
な
ど
を
認
め
た
場
合
は
、直
ち
に
職
場
と
相
談
し
、マ
ス
ク
を
つ
け
た
上
で
、

念
入
り
に
手
洗
い
を
し
て
高
齢
者
と
の
接
触
は
避
け
る

　
す
み
や
か
に
帰
宅
し
、必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
で
診
察
を
受
け
る

●
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
状
が
重
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、流
行
前
に
行
う
ワ
ク
チ
ン
接
種

も
有
効

●
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
診
断
さ
れ
た
場
合
は
、出
勤
は
避
け
、医
師
の
助
言
も
参
考
に
し
て
職
場

で
決
め
ら
れ
た
日
数
を
休
ん
で
か
ら
、出
勤
す
る

●
施
設
で
は
感
染
し
た
場
合
の
方
針
を
き
ち
ん
と
決
め
、急
な
休
み
の
職
員
が
出
て
も
対
応

で
き
る
よ
う
な
体
制
を
作
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要

●
施
設
ご
と
に
幅
広
い
職
種
で
構
成
さ
れ
た
感
染
対
策
委
員
会
を
組
織
す
る

　
基
本
的
に
定
期
開
催
し
、感
染
症
が
発
生
し
や
す
い
時
期
や
感
染
症
流
行
の
疑
い
が
あ
る

場
合
は
随
時
開
催
す
る
こ
と
が
必
要

●
感
染
対
策
委
員
会
で
は
、感
染
対
策
を
考
え
、方
針
な
ど
を
作
成
す
る

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
た
際
に
も
、す
べ
て
の
職
員
が
た
だ
ち
に
行
動
で
き
る

よ
う
、委
員
会
で
決
め
た
対
策
を
、普
段
か
ら
職
員
に
も
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要

　
ま
た
、す
べ
て
の
職
員
は
、定
期
的
に
十
分
な
教
育
・
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

施
設
内
で
の
集
団
発
生
は
、大
き
な
健
康
被
害
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る

［
感
染
対
策
委
員
会
の
役
割
］

・
施
設
内
感
染
対
策
指
針
の
作
成
、運
用

・
職
員
に
対
す
る
教
育

・
感
染
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
　
な
ど

※
中
小
規
模
の
施
設
で
あ
っ
て
も
、
組
織
や
体
制
を
必
ず
作
る

※
感
染
対
策
委
員
会
は
、
医
療
事
故
防
止
委
員
会
と
併
設
し
て

　
も
構
わ
な
い

施
設
の
職
員
一
人
一
人
が
重
要
人
物
で
あ
る
と
い
う

自
覚
を
持
つ
こ
と
が
最
も
大
切
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7

感
染
源
の
正
し
い
処
理

関
連
機
関
と
の
連
携

感
染
経
路
を
断
つ
こ
と
が
不
可
欠

●
咳
・
痰
な
ど
の
分
泌
物
に
触
れ
る
と
き
に
は
手
袋
を
着
用
し
、ま
た
、触
れ
た
後
は
手
袋
を

外
し
、流
水
と
石
鹸
に
よ
る
手
洗
い
、お
よ
び
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
薬
に
よ
る
手
指
消
毒

●
咳
・
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
患
者
へ
の
対
応
で
は
、患
者
に「
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
」と
し
て

マ
ス
ク
を
つ
け
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、職
員
も
マ
ス
ク
を
正
し
く
装
着

高
齢
者
介
護
施
設
で
は
、し
っ
か
り
と
し
た
連
携
が
重
要

●
施
設
内
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
患
者
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、次
の
よ
う
な
関
連
機
関
に

報
告
し
、対
応
の
相
談
、指
示
を
仰
ぐ
な
ど
、緊
密
に
連
携
を
と
る

　
　
　
・
嘱
託
医
、協
力
医
療
機
関
の
医
師

　
　
　
・
保
健
所

　
　
　
・
地
域
の
中
核
病
院
の
感
染
管
理
担
当
の
医
師
や
看
護
師

●
職
員
へ
の
周
知
、家
族
、利
用
者
や
関
連
機
関
へ
の
情
報
提
供

●
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
た
場
合
も
、同
じ
よ
う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
が
、よ
り
早

く
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、日
頃
か
ら
の
実
践
が
大
切

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
拡
大
予
防
と
し
て

大
切
な「
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
」と
は

ど
の
よ
う
な
行
為
で
し
ょ
う
か
？

Q
2

答
え
は
…

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
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6

状
況
の
把
握
方
法

発
生
状
況
の
正
し
い
把
握

●
高
齢
者
と
職
員
の
健
康
状
態
や
症
状
の

有
無
な
ど
を
、発
生
し
た
日
時
、階
お
よ
び

部
屋
ご
と
に
ま
と
め
、併
せ
て
、受
診
状
況

と
診
断
名
、治
療
の
内
容
も
記
録
す
る

施
設
内
で
広
げ
な
い
、地
域
へ
持
ち
出
さ
な
い

●
施
設
内
で
広
げ
な
い
よ
う
、ま
た
、施
設
か
ら
地
域
へ
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
出
さ
な
い
よ
う

あ
ら
ゆ
る
経
路
を
断
ち
切
る
た
め
の
対
策
を
強
化

●
感
染
拡
大
を
防
ぐ
 
• 咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
 

　
基
本
の
対
策
 

• 感
染
患
者
の
隔
離
 

 
• 換
気

●
職
員
の
感
染
対
策
 
• マ
ス
ク
の
装
着

 
• こ
ま
め
な
手
洗
い

 
• 感
染
患
者
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
職
員
も
極
力
接
触
を
さ
け
る

●
高
齢
者
介
護
施
設
で
は
、共
同
利
用
場
所
で
の
接
触
機
会
も
あ
る
た
め
、人
が
多
く
集
ま
る

場
所
で
の
活
動
の
一
時
停
止
を
検
討
す
る
な
ど
、感
染
拡
大
防
止
策
を
実
践
、徹
底
す
る

こ
と
が
必
要

●
施
設
内
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
広
が
っ
た
場
合
、面
会
者
・
利
用
者
に
は
状
況
を

説
明
し
、訪
問
時
に
は
十
分
な
注
意
を
促
し
た
り
、施
設
の
判
断
に
よ
っ
て
は
訪
問
を
控
え
て

も
ら
う
こ
と
も
必
要
と
な
る

感
染
拡
大
の
防
止
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複
数
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
患
者
が

発
生
し
た
際
の
緊
急
対
応
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＜新型インフルエンザ等対策ガイドライン＞

別紙

施設使用制限の要請等の対象であるａ、ｂの施設一覧

施設の種類 根拠規定

ａ 学校（ｂに掲げるものを除く。）

（略）

ｂ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間
の入所の用に供する部分に限る。）

1 生活介護事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項

2 短期入所事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項

3 重度障害者等包括支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第9項

4 自立訓練（機能訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

5 自立訓練（生活訓練）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項

6 就労移行支援事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項

7 就労継続支援（Ａ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

8 就労継続支援（Ｂ型）事業を行う施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項

9 児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第2項

10 医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法第6条の2第3項

11 放課後等デイサービスを行う施設 児童福祉法第6条の2第4項

12 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号

13 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉法第31条

14 盲人ホーム 昭和37年2月27日付社発第109号厚生省社会局長通知別紙「盲人ホーム運営要綱」

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項、平成18年8月
15 日中一時支援事業を行う施設 1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害府県福祉部長通知別紙「地域生活支援

事業実施要綱」

16 通所介護を行う施設 介護保険法第8条第7項

17 通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条第8項

18 短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条第9項

19 短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条第10項

20 特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第11項

21 認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条第17項

22 小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条第18項

23 認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第19項

24 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条第20項

25 複合型サービスを行う施設 介護保険法第8条第22項

26 介護予防通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第7項

27 介護予防通所リハビリテーションを行う施設 介護保険法第8条の2第8項

28 介護予防短期入所生活介護を行う施設 介護保険法第8条の2第9項

29 介護予防短期入所療養介護を行う施設 介護保険法第8条の2第10項

30 介護予防認知症対応型通所介護を行う施設 介護保険法第8条の2第15項

31 介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護保険法第8条の2第16項

32 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用に限る）を行う施設 介護保険法第8条の2第17項

33 地域支援事業を行う施設 介護保険法第115条の45

34 老人デイサービス事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第3項

35 老人短期入所事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第4項

36 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第5項

37 複合型サービス福祉事業を行う施設 老人福祉法第5条の2第7項

38 老人デイサービスセンター 老人福祉法第20条の2の2

39 老人短期入所施設 老人福祉法第20条の3

生活保護法第38条第5項
40 授産施設

社会福祉法第2条第2項第7号

41 ホームレス自立支援センター ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条

42 放課後児童健全育成事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第2項

43 保育所 児童福祉法第39条

44 児童館 児童福祉法第40条

45 認可外保育所 児童福祉法第59条の2

46 母子健康センター 母子保健法第22条
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事   務   連   絡 

                                                     平成 28 年１月７日 

 

都道府県 

各 指定都市 民生主管課 御中 

中 核 市 

 

                厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

                厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

                厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

                            厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガ

イドライン」及び「作成例「新型インフルエンザ等発生時における業務継続

計画（モデル）」」について 

 

今般、平成 26 年度セーフティネット支援対策等事業費補助金事業の一環と

して、株式会社インターリスク総研が作成した「社会福祉施設・事業所にお

ける新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン」及び「作成例「新

型インフルエンザ等発生時における業務継続計画（モデル）」」等を、厚生労

働省のホームページに掲載しましたので、新型インフルエンザ等の発生時に

おけるサービス提供の継続や利用者・職員の安全確保の観点から、各社会福

祉施設等における業務継続計画（「新型インフルエンザ等の発生時において業

務を継続的に実施するための計画」）の作成に活用いただけるよう、貴管内の

市区町村、社会福祉施設等に対する周知について、ご協力いただきますよう

お願いいたします。 

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）の

施行により、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項第一号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（平成 25 年厚生労働省告示第 369

号）に定める社会保険・社会福祉・介護事業における特定接種に係る登録事

業者の登録が今後開始されることとなります（今年度中を予定）。 

同法に定める特定接種の登録事業者となるために社会福祉施設等の事業者

が申請する際には、業務継続計画の作成が必要となることを申し添えます。 
 

 

・「社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続

ガイドライン」など 

(URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html) 
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健衛発０３３１第７号

平成２７年３月３１日

都道府県

各 政令市 衛生主管部（局）長 殿

特別区

厚生労働省健康局生活衛生課長

（ 公 印 省 略 ）

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」の改正について

公衆浴場業及び旅館業におけるレジオネラ症の防止対策については、「公衆

浴場における衛生等管理要領等について」（平成12年12月15日付け生衛発第181

1号厚生省生活衛生局長通知。以下「管理要領等」という。）を踏まえ、循環式

浴槽をはじめとする公衆浴場等の施設設備における具体的な管理方法を「循環

式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて」（平成13年９月11

日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長通知としてお示ししている

ところです。

今般、厚生労働科学研究で最新の知見等が得られていること等を踏まえ、本

マニュアルを別添のとおり改正するので、貴管下の関係者へ周知方お願いいた

します。

なお、「遊泳用プールの衛生基準について」（平成19年５月28日付け健発第05

28003号厚生労働省健康局長通知）に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、

採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高

めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合にも、当該設備の

管理が上記マニュアルに準じて行われるよう、関係者への周知方併せてお願い

いたします。
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１４－(1) 医師及び歯科医師の資格確認
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１４－(2) 介護支援専門員の資格管理 
 
介護支援専門員として業務に従事するためには、介護支援専門員の登録及び介護支

援専門員証（以下「専門員証」という。）の交付を受けている必要があります。 

また、平成１８年４月より専門員証の有効期間は５年間となっており、介護支援専

門員として継続して従事するためには、有効期間満了までに更新に必要となる研修を

受講、修了した上で、専門員証の更新申請手続きを行い、有効期間を更新する必要が

あります。 

専門員証の更新に必要な手続きを怠り、有効期間が満了した場合、介護支援専門員

として業務に従事できなくなるばかりか、所属する事業所の業務運営にも支障が生じ

ることになります。 

なお、専門員証の更新手続きを行わず、有効期間満了後に介護支援専門員業務に従

事した場合は、介護保険法第６９条の３９第３項の規定により、介護支援専門員の登

録が消除（取消し）となることがあります。 

専門員証に係る資格管理（有効期間の把握・携行・研修の受講等）は、介護支援専

門員本人により当然なされるべきものではありますが、各事業所においては、所属す

る介護支援専門員並びに専門員証の交付を受けている他職種の者について、資格管理

の徹底を周知いただくとともに、研修受講に当たっての御配慮をお願いします。 

別紙資料として、更新等に係る研修一覧及び研修概要を掲載していますので、ご確

認いただき必要な研修の受講漏れがないよう御指導願います。 

 

１ 介護支援専門員を雇用する場合 
 介護支援専門員として雇用する際には、資格確認として必ず専門員証（有効期間記

載、顔写真付き）の提示を求め有効期間を確認するとともに、携行するよう指導して

ください。 

 なお、有効期間を定める前に発行された旧登録証※１しか持っていない場合、専門

員証の更新を行っていないため、介護支援専門員として業務に従事できません。 

 業務に従事した場合は、登録消除（取消）の対象となります。 

※１ 旧登録証とは、平成１８年３月３１日以前に登録された介護支援専門員に交付され、Ａ４版

と携帯用の２種で、顔写真は貼付されていません。 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が平成２８年１１月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請

手続きを行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が平成２９年１１月３０日までの介護支援専門員 

平成２８年度に開催する更新研修（実務経験者向け又は未経験者向け）を

受講するよう指導してください。（実務経験者向けの申込期限は、平成２８

年３月３１日、１７時必着です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専

門員証の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置

できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 

（２）登録のみ受けている介護支援専門員 

   介護支援専門員として業務に従事するためには、登録とは別に専門員証の交付
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を受けていることが必要です。専門員証の交付は、登録から５年間は随時交付可

能なため、専門員証の交付申請を行うように指導してください。なお、申請から

交付までは約１か月間を要しますのでご留意下さい。 

（３）更新に係る研修を未受講・未修了で、有効期間が満了した介護支援専門員 

再研修（年１回１月～３月に開催）を受講、修了後、専門員証の交付を受けれ

ば、業務に従事することができます。 

（４）他の都道府県で登録されている介護支援専門員 

   資格に関する各種届出・申請は、登録先の都道府県に行うことになります。（岡

山県で更新に係わる研修を受講していても、申請は登録先の都道府県に行うこと

になります。） 

   岡山県内の事業所で配置されている（配置予定も含む）場合は、岡山県への登

録の移転が可能です。 

 

２ 介護支援専門員を雇用している場合 

（１）有効期間の更新が必要な介護支援専門員 

①専門員証の有効期間が平成２８年１１月３０日までの介護支援専門員 

既に更新に必要となる研修を受講、修了しているか、あるいは、更新申請

手続きを行っているか必ず確認してください。 

②専門員証の有効期間が平成２９年１１月３０日までの介護支援専門員 

平成２８年度に開催する更新研修（実務経験者向け）を受講するよう指導

してください。（実務経験者向けの申込期限は、平成２８年３月３１日、

１７時必着です。） 

※ 上記①、②の介護支援専門員について、研修未受講又は未修了の場合は専

門員証の更新ができないため、有効期間満了後は介護支援専門員として配置

できません。 

なお、有効期間が満了した専門員証は県に返納するよう指導してください。 

３ 主任介護支援専門員について 
平成２８年度から主任介護支援専門員も５年更新制になり、主任介護支援専門員

更新研修を受講して更新する必要があります。 

主任介護支援専門員更新研修を修了した場合は、介護支援専門員証の有効期間は

主任介護支援専門員更新研修修了証書の有効期間に置き換わります。また、介護支

援専門員の更新研修の受講が免除されます。 

なお、主任介護支援専門員更新研修の修了日より前に介護支援専門員証の有効期

間が満了する場合は、先に別途介護支援専門員の更新研修を受講する必要がありま

す。 

 

４ 介護支援専門員の受講すべき研修・各種届出について 
下記ホームページでご確認いただくか、ご連絡ください。 

URL：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

〒７００－８５７０（住所不要） 

岡山県保健福祉部長寿社会課 長寿社会企画班 ケアマネ登録係 

   TEL０８６－２２６－７３２６（直通） FAX０８６－２２４－２２１５ 
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研修名 対象者
受講地

(都道府県)
研修時間

開催時期
（予定）

受付
（予定）

①実務研修 介護支援専門員実務研
修受講資格試験合格者

登録地 ８７時間 年１回

1月～5月 12月

②実務従事者基礎
研修
(H28年度で終了)

実務に就いている者
で、経験年数１年未満
の者

登録地 未定 年１回

未定 未定

③専門研修課程Ⅰ 実務に就いている者
で、経験年数６ヶ月以
上の者

登録地 ５６時間 年１回

5月～9月 2月～3月

④専門研修課程Ⅱ 実務に就いている者
で、経験年数３年以上
の者

登録地 ３２時間 年1回

9月～11月 2月～3月

⑤更新研修(実務
経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験のある者

登録地 ８８時間 年１回

5月～11月 2月～3月

⑥更新研修(実務
未経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験の無い者

登録地 ５４時間 年１回

1月～3月 10月

⑦再研修 介護支援専門員証の有
効期間が満了した者
で、新たな専門員証の
交付を受けようとする
者

登録地 ５４時間 年１回

1月～3月 10月

⑧主任介護支援専
門員研修

十分な知識、経験を有
する介護支援専門員(５

年以上の従事期間等)

登録地 ７０時間 年１回

10月～12月 7月～8月

⑨主任介護支援専
門員更新研修
（H28年度新規）

主任介護支援専門員研
修修了証書の有効期間
がおおむね２年以内に
満了する者で、年４回
以上法定外の研修等に
参加している者等

登録地 ４６時間 年１回

11月～1月 8月～9月

注１）①、⑥、⑦の研修は、同一カリキュラムにより同時開催
注２）③、④の研修と⑤の研修は一体的に開催

平成２８年度介護支援専門員研修一覧
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介
護
支
援
専
門
員
の
研
修
体
系

●
ケ
ア
マ
ネ
と
し
て
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
、
又
は
従
事
し
て
い
た
者

実
務
従
事
者
基
礎
研
修

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
就
業
後
１
年
未
満
の
者

専
門
・更
新
（就
業
者
向
け
）研
修
　
（毎
年
度
、
５
月
か
ら
１
１
月
頃
ま
で
の
期
間
で
実
施
予
定
）

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
就
業
後
６
か
月
以
上
の
者

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

更
新
研
修
（就
業
者
向
け
）

【
留
意
事
項
】

① ② ③

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
就
業
後
３
年
以
上
の
者
（
た
だ
し
、
専

門
研
修
課
程
Ⅰ
を
修
了
し
た
者
に
限
る
）

更
新
研
修
は
、
各
年
度
、
５
月
末
か
ら
１
１
月
頃
ま
で
の
開
催
で
あ
り
、
証
の
有
効
期
限
に
よ
っ
て
は
、

証
の
交
付
後
、
５
年
目
（
有
効
期
間
の
最
終
年
度
）
で
は
な
く
、
４
年
目
に
受
講
す
る
必
要
が
あ
る
者
も

見
込
ま
れ
る
た
め
、
自
己
管
理
を
徹
底
し
、
各
人
に
お
い
て
有
効
期
限
と
更
新
研
修
の
受
講
年
度
、
受

講
時
期
を
十
分
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

研
　
　
　
修
　
　
　
名

１
回
目
の
更
新
の
場
合

介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
が
１
年
以
内
に
満
了
す
る
者
で
、
専
門
員
証
の
有
効
期
間
中

に
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
者

２
回
目
以
降
の
更
新
の
場
合

介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
が
１
年
以
内
に
満
了
す
る
者
で
、
専
門
員
証
の
有
効
期
間
中

に
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
者

受
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
　
　
象
　
　
　
　
　
　
　
　
者

1
1
年
目

実 務 研 修 　 受 講

ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証 交 付

7
年
目

8
年
目

9
年
目

1
0
年
目

5年
目

6
年
目

な
お
、
こ
こ
で
い
う
更
新
研
修
受
講
対
象
者
は
、
証
の
有
効
期
間
が
更
新
期
限
年
度
の
翌
年
度
の
１
１

月
３
０
日
ま
で
を
期
限
と
す
る
証
を
保
持
す
る
者
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

実 務 研 修 受 講 試 験

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

専
門
員
証
の
有
効
期
間
中
に
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
就
業

後
３
年
以
上
の
者

証
の
有
効
期
限
ま
で
に
、
更
新
の
際
に
必
要
と
な
る
研
修
（
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、
Ⅱ
又
は
更
新
研
修
）

を
受
講
修
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
限
切
れ
と
な
っ
た
場
合
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

（
期
限
が
切
れ
た
後
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
「
再
研
修
」
を
受
講
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
）

実
務
従
事
者

 

基
礎
研
修

 

専
 
門

 
研

 
修

 
課

 
程

 
Ⅰ

 

専
門
研
修

課
程

 
Ⅱ

 

更
新
研
修

 
（
就
業
者
向
け
）

 

１
回
目
の
更
新

 

専
 

 
門

 
 
研

 
 
修

 
 
課

 
 
程

 
 
Ⅱ

 
更
新
研
修

 
（
就
業
者
向
け
）

 

２
回
目
の
更
新

 

合 格  

修 了  

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課

程
Ⅰ
、
Ⅱ
い
ず
れ
も
受
講
修
了
し
て
い
な
い
場
合
、
５
年
目

に
更
新
研
修
の
受
講
が
必
要
（受
講
後
、
証
の
交
付
手
続

き
が
必
要
）
 

２
回
目
の
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４

年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
を
受
講

修
了
の
場
合
、
更
新
研
修
の
受
講
は
不

要
（た
だ
し
、
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
）
 

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、

Ⅱ
と
も
に
受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
受
講
は
不

要
（た
だ
し
、
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
）
 

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
の
み

受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
う
ち
専
門
研
修
課
程
Ⅱ

に
係
る
研
修
の
受
講
が
必
要
（受
講
後
、
証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
）
 

２
回
目
の
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で

に
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
を
受
講
し
て
い
な
い
場

合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
受
講
が
必
要

（受
講
後
、
証
の
交
付
手
続
き
が
必
要
） 
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介
護
支
援
専
門
員
の
研
修
体
系

●
ケ
ア
マ
ネ
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
経
験
の
な
い
者
で
更
新
を
行
う
者

更
新
（未
経
験
者
向
け
）研
修

各
年
度
、
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
期
間
で
実
施
予
定

再
研
修

各
年
度
、
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
期
間
で
実
施
予
定

●
１
回
目
の
更
新
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
者
（
あ
る
い
は
専
門
員
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
て
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

・

7
年
目

実 務 研 修 受 講 試 験

実 務 研 修 　 受 講

ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証 交 付

1年
目

2年
目

【留
意
事
項
】

専
門
員
証
の
有
効
期
間
が
満
了
日
を
経
過
し
て
も
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
が
満
了
し
た
専
門
員

証
で
は
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
有
効
期
間
満
了
後
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
再
研
修
を
受
講
し
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
下
さ
い
。

受
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
象
　
　
　
　
　
　
者

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
に
介
護
支
援

専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
し
な
い
者

備
　
　
　
　
　
　
　
考

研
　
　
　
修
　
　
　
名 ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証 交 付

6
年
目

7
年
目

8
年
目

9
年
目

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

5年
目

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
都
道
府
県
の
登
録
を
受
け
た
者
で
、
登
録
後
５
年
以
上
実
務
に
従
事

し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
実
務
経
験
は
あ
る
が
そ
の
後
５
年
以
上
実
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者

で
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

実 務 研 修 受 講 試 験

実 務 研 修 　 受 講

更 新 研 修 未 受 講

1
1
年
目

1
0
年
目

8
年
目

9
年
目

1
0
年
目

1
1
年
目

3年
目

4年
目

5年
目

6
年
目

更
新
研
修

 
（
未
経
験
者
向
け
）

 

１
回
目
の
更
新

 
２
回
目
の
更
新

 

合 格  

修 了  

合 格  

修 了  

再
  研

  修
 

専
 
門

 
研

 
修

 
課

 
程

 
Ⅰ

 

 
専
門
研
修
課
Ⅱ

 

実
務
従
事
者

 

基
礎
研
修

 

更
新
研
修

 
（
就
業
者
向
け
）

 

専
 
門

 
研

 
修

 
課

 
程

 
Ⅰ

 

 
専
門
研
修
課
程
Ⅱ

 

実
務
従
事
者

 

基
礎
研
修

 

更
新
研
修

 
（
就
業
者
向
け
）

 

１
回
目
の
更
新
手
続
き
な
し
→
専
門
員
証
の
有
効
期
限
切
れ
（
従
事
不
可
）

 
新
た
に
専
門
員
証
交
付
後
１
回
目
の
更
新

 

今
後
も
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
予
定
が
な
い
場
合
に

は
、
必
ず
し
も
未
経
験
者
向
け
の
更
新
研
修
を
受
講
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
専
門
員
証
の
期
限
切
れ
に
よ
り
介
護

支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
資

格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
期
限
が
切
れ
た
後
に
介
護
支
援
専

門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「再
研
修
」を
受
講
し

新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

６
年
目
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
た
場
合

 

７
年
目
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合

 

新
た
な
専
門
員
証
交
付
（従
事
可
能
） 

２
回
目
の
更
新
ま
で
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
な
か
っ
た
場
合

 

更
新
研
修

 
（
未
経
験
者
向
け
）
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の更新について 

 平成１８年よりケアマネジャー（以下、ケアマネ）の資格は、５年の更新制となりました。更新するために

は、更新研修を受講する必要があります。更新にはケアマネ業務に従事の有無で、実務未経験者と実務経験者

の２種類に分かれています。また、実務経験者の方は専門研修（Ⅰ・Ⅱ）を受講することで更新することも可

能となっています。なお、平成２８年度から、主任介護支援専門員も５年の更新制となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケアマネの業務に就いている（就いたことがある）方） 

（ケアマネの業務に就いたことが無い方） 

   ：はい 

   ：いいえ 

実務経験者 

実務未経験者 

初めて専門員証を更新をする方 

前回更新時に、更新研修（就業者向け）、専門研修Ⅰ・Ⅱを受講された方 

専門員証の更新交付後に、ケアマネの業務に就

いている。または、就いたことがありますか？ 

専門員証の有効期間満了まで１年未満になった時に、

更新研修（未経験者向け）を受講してください。 

現在、実務に就いており、ケアマネ登録後、

通算して、３年以上実務経験がありますか？ 

更新研修を受講

してください。 

専門研修Ⅱを受講す

ることが出来ます。 

専門員証の有効期間満

了まで１年未満の方。 

専門員証の有効期間

が１年以上の方。 

顔写真入りの専門員証を

持っていますか？ 

ケアマネの業務に就い

たことはありますか？ 

専門員証の有効期間は

残っていますか？ 

登録後５年を経過

していますか？ 

ケアマネの業務に

就く予定はありま

すか？ 

専門員証の交付手

続きを行ってくだ

さい。 

再研修を受講 

更新研修（未経験者

向け）を受講 

ケアマネの業務に就

く際に、専門員証の交

付を受けてください。

（登録後５年を経過

していますと、交付に

は再研修の受講が必

要です。） 

専門員証の有効期間満了

まで１年未満の方。 

専門員証の有効期間が

１年以上の方。 

更新研修を受講

してください。 

専門研修Ⅱを受講するには、

現任者で、ケアマネ登録後、

通算して、３年以上の実務経

験が必要です。 

専門員証の有効期間が１年以上残っていますか？ 

現在、実務に就いており、ケアマネ登録後、通算し

て、６ヶ月以上実務経験がありますか？ 

更新研修（就業者向け）を受講してください。 

専門研修Ⅰを受講するには、現任者で、ケアマネ登

録後、通算して６ヶ月以上実務経験が必要です。 

専門研修Ⅱを受講することが出来ます。 

専門研修Ⅰを受講することが出

来ます。 

専門研修Ⅰを受講済で、現在、実務に就いており、ケアマネ登

録後、通算して３年以上実務経験がある方。 
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※ 主任介護支援専門員更新研修を修了した場合は、介護支援専門員証の有効期間は主任介護支援専門員更新

研修修了証書の有効期間に置き換わります。また介護支援専門員の更新研修の受講が免除されます。 

なお、主任介護支援専門員更新研修の修了日より前に介護支援専門員証の有効期間が満了する場合は、先

に別途介護支援専門員の更新研修を受講する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回更新時または専門員証の交付にあたり、更新研修（未経験者向け）、再研修を受講された方 

更新研修（未経験者向け） 

を受講してください。 

専門員証の有効期間が

１年以上残っています

か？ 

現在実務に就いており、ケ

アマネ登録後、通算して、

６ヶ月以上実務経験があ

りますか？ 

更新研修（就業者向け） 

を受講してください。 

専門研修Ⅰを受講するには、現任者で、ケアマネ登録後、

通算して、６ヶ月以上の実務経験が必要です。 

専門研修Ⅱを受講することが出来ます。 

専門研修Ⅰを受講することが

出来ます。 

専門研修Ⅰを受講済で、現在実務に就いており、ケアマネ

登録後、通算して、実務経験が３年以上ある方。 

専門員証有効期間内に

ケアマネ業務に就いた

ことがある方。 

専門員証の有効期間内に、ケアマネの業

務に就いていないが、今後はケアマネの

業務に就く予定のある方。 

主任介護支援専門員を更新する方 （主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修了証書の有

効期間は、研修修了日から５年間です。なお、H25 年度までに受講した方

には経過措置があります。） 

主任介護支援専門員研修

を修了したのは、H26 年

度以降ですか？ 

【H23 年度以前の修了者】

H30 年度までに主任介護支

援専門員更新研修を受講し

てください。※ 

【H24・25年度の修了者】

H31年度までに主任介護支

援専門員更新研修を受講し

てください。※ 

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修

了証書の有効期間がおおむね２年以内に満了し、法定外研修等

を年４回以上受講している等、主任介護支援専門員更新研修の

受講要件を満たしていますか？ 

受講要件を満たせば主任介護支

援専門員更新研修を受講する

ことが出来ます。※ 

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修了証書の有効期間

満了までに主任介護支援専門員更新研修を受講してください。※ 
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１
５
　
介
護
保
険
制
度
下
で
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
対
価
に
係
る
医
療
費
控
除
等
の
取
扱
い
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離島振興対策実
施地域

厚生労働大臣が別
に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －

旧御津町
旧建部村
旧上建部村
旧鶴田村

旧建部町 あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市

鹿久居島
鶴島
大多府島
頭島
鴻島
曽島

－ － 全域 全域 あり

瀬戸内市 前島 － － 旧牛窓町 旧牛窓町 あり

赤磐市 － － －

旧笹岡村
旧熊山村
旧山方村
旧佐伯北村

旧吉井町 あり

和気町 － － －
旧佐伯村
旧和気町

旧佐伯町 あり

吉備中央町 － － －

旧都賀村
旧円城村
旧新山村
旧江与味村
旧豊野村
旧下竹荘村

全域 あり

倉敷市
釜島
松島
六口島

－ － － － －

笠岡市

高島
白石島
北木島
真鍋島
小飛島
大飛島
六島

－ －
旧神島内村
旧北木島村
旧真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市
旧宇戸村
旧芳井町

全域 あり

総社市 － － －

旧池田村
旧日美村
旧下倉村
旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭
川上町七地
川上町三沢
川上町領家
川上町吉木
川上町臘数
備中町志藤用瀬
備中町布瀬
備中町長屋
備中町布賀

－ 全域 全域 あり

新見市 － －
旧新見市
旧大佐町
旧神郷町

全域 全域 あり

－

－

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村
旧新郷村
旧本郷村
旧万歳村
旧新砥村
旧矢神村
旧野馳村

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

平成２８年２月１日現在

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）

１６ 特定地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧
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離島振興対策地
域

厚生労働大臣が別
に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域 あり

津山市 － －

旧津山市
旧勝北町
旧加茂町
旧阿波村

旧一宮村
旧高田村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村
旧新野村
旧大井西村

旧加茂町
旧阿波村
旧久米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町
旧美甘村
旧川上村
旧八束村
旧中和村

旧北房町
旧勝山町
旧津田村
旧美川村
旧河内村
旧湯原町
旧久世町
旧美甘村
旧川上村
旧中和村

全域 あり

美作市 － －
旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村

旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村
旧豊田村
旧巨勢村
旧作東町
旧英田町

全域 あり

新庄村 － － 全域 全域 全域 あり

鏡野町 － －
旧奥津町
旧富村
旧上斎原村

全域 全域 あり

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域 あり

西粟倉村 － － 全域 全域 全域 あり

久米南町 － － －
旧弓削町
旧竜山村

全域 あり

美咲町 －

上口
小山
栃原
中垪和
東垪和
西

－

旧大垪和村
旧旭町
旧吉岡村
旧南和気村

全域 あり

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-

-

旧上加茂村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

-

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。

平成２８年２月１日現在

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）
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辺地地域一覧（具体的な場所等が不明な場合は、該当市町村に確認すること。）

市町村名

山上・石妻 杉谷 畑鮎 金山寺 北野 勝尾・小田 角石畝 野口

田地子上 土師方上 大田上 和田南 東本宮

物見 河井・山下 黒木 西谷・中土居 尾所 大杉 大高下 奥津川

八社

玉野市 石島

笠岡市 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島

野上南部 野上北部 稗原 池井 共和・三原 水名 黒木 宇頭

総社市 延原・宇山

山際 柴倉 上野 迫田 野呂 遠原 秋ヶ迫 本村

野原 山ノ上 楢井 家地 丸岩 陣山 大津寄 西野呂

割出 中野 坂本 吹屋 小泉 長地 上大竹 高山

高山市 布賀 平川 湯野 西山

花見 井原 千屋 菅生 足見 赤馬 宇山 松仁子

法曽 君山 大井野 上油野 三室 高瀬 三坂 青木

田淵 大野 荻尾 久保井野 高野川東 土橋

備前市 頭島 大多府島 和意谷 加賀美 都留岐 笹目

是里東 是里中 是里西 滝山 中山 八島田 暮田 戸津野

中勢実 石・平山 合田・中畑 小鎌・石上 西勢実

清谷 曲り・古呂々尾中 後谷 上・岩井畝 高田山上・野・若代畝 星山・竹原・菅谷 見尾・真賀 神代

吉 田原山上・上山 別所・佐引 関上 日野上 杉山・日の乢 藤森 杉成・河面・大杉

粟谷 立石 三野瀬 種 福井 見明戸 中屋 鉄山

阿口 樽見 井殿

右手 東谷下 宗掛 江ノ原 西町 野形 滝 田井

後山 中谷 東青野 山外野 海田 梶原 小房 宮原

角南 白水 万善 国貞 田渕 柿ヶ原 日指 北

上山

和気町 大成 大杉・加賀知田 上田土 南山方・丸山 奥塩田 北山方 室原 岸野

矢掛町 羽無 宇内

新庄村 堂ヶ原

近衛 大町 岩屋 越畑 中分 泉源 西谷下 下齋原

長藤 奥津 奥津川西 本村 石越平作 赤和瀬 小林・遠藤 下東谷

馬場以北 宮原白賀 余川 興基

勝央町 上香山

奈義町 皆木

西粟倉村 大茅

久米南町 羽出木 全間 龍山 山手 京尾 安ヶ乢

長万寺 金堀 大垪和西 和田北 大垪和東 角石祖母 北 里

中 西川上 垪和 小山 大山 高城 定宗本山 畝宮山

上間

吉備中央町 広面 加茂山 津賀西 三納谷 高富 笹目千守 納地 黒山

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
　（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地

美咲町

鏡野町

美作市

真庭市

赤磐市

新見市

高梁市

岡山市

津山市

井原市

辺地名 合計　225辺地

（H27.4.1現在）
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(1)事業所の所在地

(2)区域区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　市街化区域 ・ 市街化調整区域 ・ 非線引き区域 ・ 都市計画区域外

(3)用途地域 　指定あり（　　　　　　　　　　）地域　・　指定なし

(4)申請者の名称、代表者の氏名

(5)施設・サービスの種類（建築物用途）

(6)工事区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 既存利用（リフォーム・用途変更）

(7)構造（該当する区分を○で囲ってください。）

(8)階数 　地上　　　　階／地下　　　　階

(9)延べ床面積　(指定申請面積） 　    　　 ㎡　（　 　　　　　　　　　　　　　㎡  ）

(10)建築年月日（新築以外の既存部分）

（平成２０年　２月）制定
（平成２４年　４月）改正
（平成２５年１２月）改正
（平成２７年　８月）改正

※（２）（３）の記載に当たり、必要な場合は、施設（事業所）所在地の市町村都市計画担当部署に確認して
　ください。

介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の
所在地の変更・増改築等をお考えの方へ

「建築物関連法令協議記録報告書」

　新規に介護保険サービス事業等を始める又は施設（事業所）の所在地の変更
や増改築等を行うに当たっては、その施設（事業所）が、人員の基準及び設備
に関する指定基準等に適合している必要があるとともに、都市計画法、建築基
準法、消防法及び県（市）の福祉のまちづくり条例にも適合している必要があ
ります。
　岡山県では、新規指定申請時及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築等
に係る届出時（以下「新規指定申請時等」という。）に、「建築物関連法令協
議記録報告書」の提出を求め、都市計画法、建築基準法、消防法及び県（市）
の福祉のまちづくり条例に基づく手続状況等について確認を行うこととしてい
ます。

〈確認手順〉
①　新規指定申請時等までに、あらかじめ関係する行政機関の窓口に（原則
　として）出向いて事前協議を行ってください。
　　事前協議をされる場合には、下記「建築物関連法令協議記録報告書」の
　（様式１）を記入した上で、各階平面図（各室の用途記入）及びある場合
　は建築基準法に基づく「確認済証」・「検査済証」を持参してください。
②　事前協議の後、（様式２）の１～４の「（１）協議記録」の部分を記入
　し、各協議窓口で確認を受けてから、(各協議窓口担当者の求めに応じて）
　写しを提出してください。
③（様式２）の１～４の「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分
　は、介護保険サービス事業等に係る新規指定申請時等に記入し、（様式１
　）と併せて提出してください。

　なお、必要な手続は、新規指定申請時等までに完了させる必要があります。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの 】

　木造　・　鉄骨造　・　鉄筋コンクリート造　・　（　　　　　　　　　　）

１７ 建築物関連法令協議記録報告 
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□

ア　建築基準法施行令第19条第１項に
　　　掲げる施設名

イ　各法令で定める施設
　　又は実施する事業名

ウ　根拠法令

□児童福祉施設

　□　助産施設
　□　乳児院
　□　母子生活支援施設
　□　保育所
　□　幼保連携型認定こども園
　□　児童厚生施設
　□　児童養護施設
　□　障害児入所施設
　　　□　福祉型障害児入所施設
　　　□　医療型障害児入所施設
　□　児童発達支援センター
　　　□　福祉型児童発達支援センター
　　　□　医療型児童発達支援センター
　□　情緒障害児短期治療施設
　□　児童自立支援施設
　□　児童家庭支援センター

児童福祉法第７条
　第３６条
　第３７条
　第３８条
　第３９条
　第３９条の２
  第４０条
　第４１条
　第４２条
　　第４２条第一号
　　第４２条二号
　第４３条
　　第４３条第一号
　　第４３条第二号
　第４３条の２
　第４４条
　第４４条の２

□助産所 　□　助産所 医療法第２条

□身体障害者社会参加支援施設 　□　身体障害者福祉センター
　□　盲導犬訓練施設

身体障害者福祉法第５条
　第３１条
　第３３条

□保護施設
　□　救護施設
　□　更正施設
　□　授産施設
　□　宿所提供施設

生活保護法第３８条
　第３８条第２項
　第３８条第３項
　第３８条第５項
　第３８条第６項

□婦人保護施設 　□　婦人保護施設 売春防止法第３６条

□老人福祉施設

　
　□　老人デイサービスセンター
　□　老人短期入所施設
　□　養護老人ホーム
　□　特別養護老人ホーム
　□　軽費老人ホーム
　□　老人福祉センター
　□　老人介護支援センター

老人福祉法第５条の３
　第２０条の２の２
　第２０条の３
　第２０条の４
　第２０条の５
　第２０条の６
　第２０条の７
　第２０条の７の２

□有料老人ホーム 　□　有料老人ホーム 老人福祉法第２９条

□母子保健施設 　□　母子健康センター 母子保健法第３章第２２条

□障害者支援施設 　□　障害者支援施設 障害者総合支援法第５条第１１項

□地域活動支援センター 　□　地域活動支援センター 障害者総合支援法第５条第２５項

□福祉ホーム 　□　福祉ホーム 障害者総合支援法第５条第２６項

□ 上記に該当しない施設等である。
　→　※施設等で行う福祉サービスの概要（上記に掲げる法令上のサービスの種別・根拠条項及び居住・宿泊の
　　　   有無を含む）を記入してください。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの　つづき 】
※下記の項目については、福祉担当部署に確認の上、記入のこと。

次に該当する施設等（児童福祉施設等）である。
　→　※ア・イ欄の該当箇所をチェックしてください。

□障害福祉サービス事業
　□　生活介護
　□　自立訓練
　□　就労移行支援
　□　就労継続支援

障害者総合支援法第５条第１項
　第５条第７項
　第５条第１２項
　第５条第１３項
　第５条第１４項
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１　都市計画法（開発許可）担当部署との協議

（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

２　建築基準法担当部署との協議

（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

・新築

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

協　議

内　容

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　（○印を付してください。）
 　　有　（施工状況報告 ・ 確認申請（用途変更） ・完了検査申請・　　　　　　　　　　　　　　     　　　）
　　 無

　＜担当部署からの指導事項＞

建築基準法上の用
途

建築
確認
状況

（○印を付
してくださ

い。）

・既存
・確認済み　（平成　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　            ）
・無確認
・確認申請不要

・確認済み　（平成　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　　　　　　　）
・確認申請中
・確認申請不要

協議日時

協　議

内　容

　・市街化調整区域に立地するか、否かについて　　 有　・　無　（○印を付してください。）
     → 有の場合は、建築物の所有状況    自己所有　・　賃貸　・　その他　（　　　          　　　）

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

（注） 上記１の協議のうち、特に市街化調整区域においては、都市計画法上の立地要件と技術的基準の両方
を満たす必要があり、要件を満たさないものは許可されません。また、サービスの種類によっては許可さ
れない場合があります。

②　「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分は、新規指定申請時等までに記入してください。

③　下記担当部署との協議に使用する建築図面は、新規指定申請時等に使用する図面と同一のものとしてくださ
い。

協議日時

（様式２）【 事前協議後に記入するもの 】

　この様式は、介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築に係る届出
をする場合（以下「新規指定申請時等」という。）に、以下に記入する都市計画法等の協議の状況等について、確認
するためのものです。各担当部署との協議及び手続等の状況について記載をお願いします。

①　「（１）協議記録」の部分は、事前協議後、速やかに記入し、各協議窓口で、内容の確認を受けてください。
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（１）協議記録

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

平成　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

（注）

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

協　議

内　容

協議日時

４　県（市）の福祉のまちづくり条例担当部署との協議

（１）協議記録

上記４については、該当する施設（事業所）が訪問系サービスの用途に供する3,000㎡未満の事務所の
みの場合は、協議不要です。

（様式２）【 事前協議後に記入するもの　つづき】

３　消防法担当部署との協議

協議日時

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）協　議

内　容

（消防法施行令別表第１の適用項）
　　□（５）項ロ　　　　□（６）項ロ　　　　□（６）項ハ　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　□　該当なし

　＜担当部署からの指導事項＞
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（別紙）

事業所開設場所 都市計画法（開発許可）担当部署 建築基準法担当部署 消防法担当部署 福祉のまちづくり条例担当部署

岡山市消防局予防課
TEL086-234-1119
岡山市北消防署予防係
TEL086-226-1119
岡山市中消防署予防係
TEL086-275-1119
岡山市東消防署予防係
TEL086-942-9119
岡山市南消防署予防係
TEL086-262-0119
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119
倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194
倉敷消防署予防係
TEL086-422-0119
水島消防署予防係
TEL086-444-1190
倉敷玉島消防署予防係
TEL086-522-3515
児島消防署予防係
TEL086-473-1190
※来局・来課する場合は、事前
　 に倉敷市消防局予防課に電
   話すること。

津山市
岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

津山市都市建設部
建築住宅課建築指導審査係
TEL0868-32-2099

津山圏域消防組合予防課
ＴＥＬ0868-31-1251

【市条例運用】
津山市建築住宅課審査係
TEL0868-32-2099

玉野市
玉野市建設部都市計画課
都市計画係
TEL0863-32-5538

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5538

玉野市消防本部予防課
ＴＥＬ0863-31-5712

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5538

笠岡市
笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2138

笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2141

笠岡地区消防組合予防課
ＴＥＬ0865-63-7121

笠岡市建設産業部
都市計画課
TEL0865-69-2141

総社市
総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

総社市消防本部予防課
ＴＥＬ0866-92-8343

総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

新見市
新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

新見市消防本部予防課
ＴＥＬ0867-72-2119

新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

備前市
和気町

東備消防組合警防課予防係
TEL0869-64-1127

瀬戸内市
瀬戸内市消防本部予防課
TEL0869-22-1333

赤磐市
赤磐市消防本部予防課
TEL086-955-2244

吉備中央町

岡山市消防局予防課
TEL086-234-1199
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119

高梁市
高梁市消防本部警防課予防
係
TEL0866-21-0124

浅口市
（旧金光町）

早島町

倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194

井原市
矢掛町

井原地区消防組合予防課
TEL0866-62-9402

浅口市
（旧金光町を除く）

里庄町

笠岡地区消防組合予防課
ＴＥＬ0865-63-5119

真庭市
新庄村

真庭市消防本部予防課
ＴＥＬ0867-42-1190

美作市
西粟倉村

美作市消防本部予防課
ＴＥＬ0868-72-2602

鏡野町
勝央町
奈義町
久米南町
美咲町

津山圏域消防組合予防課
ＴＥＬ0868-31-1119

岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260

建築関係法令協議先担当部署一覧表（平成２８年２月１日現在）

岡山市
岡山市都市整備局
建築指導課審査係
TEL086-803-1446

岡山市都市整備局
開発指導課
TEL086-803-1451

岡山市都市整備局
建築指導課指導係
TEL086-803-14４４

倉敷市
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501

倉敷市建設局都市計画部
開発指導課
TEL086-426-3485

【市条例運用】
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501
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老 総 発 1 1 1 9 第 1 号 

平 成 2 7 年 1 1 月 1 9 日 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

厚生労働省老健局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

障害者差別解消法の施行に向けた介護保険事業者等への周知について 

日頃より、介護保険行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

平成 25 年６月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第 65 号）が、平成 28 年４月１日から施行されます。同法第 11 条の規定に

基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必

要な考え方をお示しした「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン～福祉分野

における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応

指針～」が平成 27 年 11 月 11 日付けで、厚生労働大臣により決定され、下記ホームペ

ージにより公表されました。 

つきましては、同法の理念を御理解いただくとともに、障害者の差別解消に向けた

取組を積極的に進めていただくため、管内市町村及び介護保険事業者等に対し、本ガ

イドラインの周知に対する御協力をお願いいたします。 

記 

「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」掲載ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/

sabetsu_kaisho/index.html 

　　１8　障害者差別解消法の施行
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障害福祉課（保護班）

　生活保護受給者が介護サービスを受けるためには、その介護保険法の指定・開設許可を
受けた介護機関が生活保護法の指定介護機関としても指定を受けている必要があります。

（生活保護法の指定に合わせ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定にもなります。）

　生活保護法による指定介護機関の指定は、岡山市、倉敷市を除く県内の事業所・施設は、
開設者の指定申請により岡山県知事が行っています。
　なお、従前から、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は、介護保険法の
指定を受けたときに生活保護法の指定を受けたものとみなされていますので指定申請の必
要はありません。

　生活保護法の改正により、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外の
事業所・施設も、平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許
可）がなされた場合は、生活保護法の指定を受けたものとみなされることとなりました。した
がって指定申請は必要ありません。
　また、介護機関を廃止すると生活保護法の指定もその効力を失いますので廃止の届も必
要ありません。
　なお、名称・所在地等変更した場合は、変更の届（様式は岡山県ホームページ（障害福祉
課）に掲載）が必要です。

　ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除き、あらかじめ生活保
護法による指定が不要な旨を県知事に申し出たときは、生活保護法の指定を受けたものと
はみなされません。
　申し出の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載していますので、介護保険法の
指定（介護老人保健施設は開設許可）を受ける前に県知事あてに申出書を提出してくださ
い。
　なお、指定を不要とした後に指定が必要となった場合は、指定申請が必要です。

　平成２６年６月３０日までに生活保護法の指定を受けている介護機関は、改正後の生活保
護法の指定を受けたものとみなされます。指定の有効期限はありません。
　名称・所在地等を変更したとき、事業・施設を廃止したときには、その届（様式は岡山県
ホームページ（障害福祉課）に掲載）を県知事あてに提出してください。

　平成２６年６月３０日までに介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許可）を受け生
活保護法の指定を受けていない介護機関で生活保護受給者の利用が見込まれる場合は、
県知事に生活保護法による指定介護機関の指定を申請してください。（申請書類は事業所・
施設の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。）
　指定申請書及び誓約書の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載しています。

１９ 生活保護法による指定介護機関の指定 
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介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする 

介護事業者の方へ 

生活保護法第 54条の２第２項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例

による場合を含む。）により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がな

された場合には、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として

指定を受けたものとみなされます。 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関としての指定が不要

な場合（※）には、生活保護法第 54条の２第２項ただし書の規定に基づき、

別紙の申出書について必要事項を記載のうえ、岡山県保健福祉部障害福祉課保

護班に提出してください。 

 

［申出書提出先］ 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健福祉部障害福祉課保護班 

電話：０８６－２２６－７３４４（保護班直通）           

 

※ 生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を不要とした場合には、生活

保護及び中国残留邦人等支援を受けている方に対する介護サービスを行う

ことができなくなりますので、十分ご注意ください。 
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（別紙） 

申  出  書 

 

生活保護法第54条の２第２項ただし書の規定に基づき、生活保護法第54条の２第２項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例による場合を含む。）に係る指定介護

機関としての指定を不要とする旨申し出ます。 

 

１ 介護機関の名称及び所在地 

   名 称                               

   所在地                               

 

２ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 

  ・開設者の氏名及び住所 

※開設者が法人の場合には、法人名、代表者の職・氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。 

    氏名                               

    住所                               

  ・管理者の氏名及び住所 

    氏名                               

    住所                               

 

３ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 

   事業の種類                             

 

 

平成   年   月   日 

岡 山 県 知 事  殿 

               住所                       

      申出者（開設者） 

                氏名                    印 
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２１ 防災情報メール配信サービス 
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『働き方改革』に取り組みましょう！ 

○ 長時間労働の見直しと業務効率（生産性）の向上
長時間労働は､労働者の心と体に悪影響を及ぼし､企業として優秀な人材を失うことにもつながります｡長時間労働

を改善し､これを契機に仕事の見直しを積極的に進めることで､時間外勤務の縮減､経費の削減､業務効率（生産性）
の向上､さらには労働者の健康保持､長期休業者の減少などにつながります｡ 

○ 労働者の意欲向上と職場への定着
ワーク・ライフ・バランスを推進することによって、労働者の会社への満足度や仕事への意欲が高まり、会社に対す

る忠誠心や能力発揮の向上につながり、また、結婚・出産を機に退職する女性社員が減り、女性の管理職も増加す
るといわれています。 

○ 優秀な人材の確保
仕事に対する意識は、男女とも変化してきており、女性の働き方では「子どもができてもずっと働き続ける」という考

え方が男女とも多数派になりつつあります。また、仕事と仕事以外の生活を両立できる環境にある会社かどうかは、
若い世代での関心が高くなっており、若手人材の確保にも影響があるといわれています。さらに、仕事と生活の両立
支援策と社員の人材育成策を合わせて行うと、相乗効果で企業業績にプラスの影響がでるともいわれています。 

働き方改革によって期待できるもの

労働者の心身の健康確保､仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、女性の活躍推進等の観点から､法定労働
条件の履行確保を前提とした上で､個々の企業において､労使の話し合いを通じて､所定外労働時間の削減、年次有給
休暇の取得促進､始業及び終業の時刻の設定の見直し､勤務地や勤務時間等を限定した多様な正社員制度､適正な
労働条件の下でのテレワークの普及など長時間労働や転勤を一律の前提とする雇用管理を見直すことをいいます。 

働き方改革とは？

今後、人口減少社会の中で、我が国経済社会を持続可能なものとするためは、その担い手である労働者の心身の
健康保持を前提に、職業生活の各段階において、子育てや介護等の家庭生活、地域活動、自己啓発等に必要とされ
る時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、労働者一人ひとりが心身とも充実した状態で、意欲と能力を存分に発揮でき
る環境を整備していく必要があります。 

なぜ、働き方改革に取り組むのか？

働き方・休み方改善ポータルサイト （http://work-holiday.mhlw.go.jp）
このサイトでは、専用指標によって企業診断ができる「働き方・休み方改善

指標」や「企業における取組事例」などを掲載し、企業の皆さまが自社の社員
の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 

働き方休み方 検索 

働き方・休み方改善コンサルタント （都道府県労働局に配置）

中小企業を中心とした関係事業主等の皆さまからの労働時間等の設定改善等に関する相談（例えば、労働時間制度
や年次有給休暇取得促進等に関すること）に応じることにより、企業等における労働時間等の設定の改善等の効率的な
推進に資することを目的として、都道府県労働局に当該分野の専門家である「働き方・休み方改善コンサルタント」を配置
しています。相談は無料ですので、お気軽に岡山労働局労働基準部監督課までお問い合わせください。 
上記ポータルサイトの企業診断に関するサポートもいたします。      労働基準部監督課（TEL086-225-2015） 

職場意識改善助成金 （職場意識改善コース・テレワークコース・所定労働時間短縮コース） 

中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る計画を
作成し、その計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。詳しい内容につい
ては、岡山労働局労働基準部監督課までお問い合わせください。      労働基準部監督課（TEL086-225-2015） 

厚生労働省では、企業の皆さまが「働き方改革」に取り組んでいただけるよう、様々な情報を提供しています。 

［お問い合わせ先］ 

  岡山労働局働き方改革推進本部 
（事務局：岡山労働局労働基準部監督課 TEL086-225-2015） 

岡山労働局のホームページにもいろいろな情報を掲載していますので､是非ご利用ください。 

岡山労働局 働き方改革について 検索 
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腰痛・転倒災害を防止しましょう！ 
～ 岡山県内の社会福祉施設・介護事業場でも多くの災害が発生しています ～ 

岡山県内の社会福祉施設・介護事業等における労働災害は年々増加しており、平成20年から平成26
年までの 7年間で 1.8倍に増加しています。 
事故の型別では、「動作の反動・無理な動作」（腰痛）が 32％と最も多く、続いて「転倒」の 30％となっ

ており、この 2つで災害全体のほぼ 3分の 2を占めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山県内の社会福祉施設・介護事業等における労働災害発生状況 

災害事例（腰痛） 

経験 
期間 年代 発生状況 

2か月 40代 
利用者の入浴介助中、利用者の両脇に手を差し込み
抱え上げたところ、腰を痛めた。【休業見込 7日】 

5か月 60代 
入居者の尿取りパッド交換を中腰で行っていたとこ
ろ、腰を痛めた。【休業見込 10日】 

10年 30代 入居者を乗せた車椅子を車両付属のスロープで押
し上げていたところ、腰を痛めた。【休業見込 2か月】 

 
災害事例（転倒） 

経験 
期間 年代 発生状況 

1年 40代 
調理場で片付け作業中、水で濡れていた金属製の排水溝で
足を滑らせ転倒した。【休業見込 14日】 

10年 60代 デイサービス利用者のシルバーカーに足を引っかけ転倒し
た。【休業見込 1か月】 

11年 60代 
訪問介護の利用者宅に生活用品を届ける途中、積雪した路面
に足を滑らせ転倒した。【休業見込 1か月】 

 

社会福祉施設・介護事業場における腰痛予防対策のポイント 

施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表明し、対策実施組織（腰痛予防対策チーム）を
作りましょう。腰痛予防対策チームでは、腰痛予防のためのリスクの評価と低減、看護・介護者への教育
活動を行います。 

ポイント１ 腰痛予防対策実施組織 

対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの観点から、腰痛発生リスクを評
価しましょう。 

ポイント２ 腰痛発生に関与する要因の把握及びリスクの評価・見積り 

腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・低減措置を検討し、実施しましょう。健康管理、
教育にも取り組みましょう。 

ポイント３ リスクの回避・低減措置の検討・実施 

もっと詳しく 
介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 

職場における腰痛予防対策指針 

看護・介護従事者の腰痛予防対策講習会（中災防：無料） 

介護腰痛 チェックリスト 検索 

腰痛予防指針 検索 

無料 腰痛予防 検索 
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 厚生労働省   岡山労働局労働基準部健康安全課（電話 086-225-2013） 

［お問い合わせ先］ 

※従業員 50 人未満の事業場については当分の間、努力義務です。 

 

 

 

2015 年 12 月から 

ストレスチェックの実施 
が義務付けられました。 

● 常時使用する労働者に対して、年 1 回、ストレ
スチェックを実施する必要があります。 

● ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレ
ス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサ
ポート」の 3領域を含みます。 

ストレスチェックの実施 

● 高ストレスと評価された労働者から申し出があっ
たときは、医師による面接指導行う必要があります。 

● 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意
見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の
措置を講じる必要があります。 

面接指導の実施 

こころの耳 検 索 

転倒災害防止対策のポイント 

◆ 歩行場所に物を放置しない 

◆ 床面の汚れ（水、油、粉等）を取り除く 

◆ 床面の凹凸、段差等の解消 

ポイント１ 設備管理面での対策 
 ［４S（整理・整頓・清掃・清潔）］ 

『STOP！転倒災害特設サイト』をご活用ください。 
転倒災害の現状からその対策まで、事業場での取組に役立つ情報を集約してご提供します。 

＜厚生労働省 ホームページ＞ 
 「STOP！ 転倒災害プロジェクト 2015」で検索 STOP！  転倒 検索 

仕事中に転倒して4日以上仕事を休む方は､年間26,000人ほどで､労働災害の種類の中で最も多くな
っています｡特に高齢者が転倒した場合は重症化する割合が高く､日常生活での不慮の事故による死
因の中でも､転倒･転落死は交通事故死を超えています。 

転倒災害の種類と主な原因 

・床が滑りやすい素材である 
・床に水や油が飛散している 
・ビニールや紙など、滑りやすい
異物が床に落ちている 

滑 り 

・床の凹凸や階段 
・床に放置された荷物や商品など 

つまずき 

・大きな荷物を抱えるなど、足元
が見えない状態での作業 

滑 り 

 転倒災害防止対策により安心して作業が行えるようになり、作業効率が上がります。できる

ところから少しずつ取り組んでいきましょう。 

◆ 時間に余裕を持って行動 

◆ 滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行 

◆ 足元が見えにくい状態で作業しない 

 

ポイント２ 転倒しにくい作業方法 
 ［あせらない 急ぐ時ほど 落ち着いて］ 

◆ 作業に適した

靴の着用 

◆ 職場の危険マ

ップの作成によ

る危険情報の共

有 

◆ 転倒危険場所

にステッカー等

で注意喚起 

ポイント３ その他の対策 
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   岡山労働局働き方改革推進本部（事務局：労働基準部監督課 TEL086-225-2015） 

事業主の皆さま・働くすべての皆さまへ 

ご存じですか？「無期転換ルール」 

～準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備～ 

無期転換ルールとは 

● 有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、

期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。 
（労働契約法第 18条：平成 25年 4月 1日施行） 

【平成 25年 4月開始で契約期間が 1年の場合の例】 

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期
労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。 

H25.4 

 

←
締
結 

H31.4 

 

←
転
換 

H26.4 

 

←
更
新 

H27.4 

 

←
更
新 

H28.4 

 

←
更
新 

H29.4 

 

←
更
新 

H30.4 
 

←
更
新 

５年 

１年 １年 １年 １年 １年 無期労働契約 １年 

 

申
込 

円滑な無期転換のために（労使の取組のお願い） 

有期契約労働者の 
活用方針を明確化し、 
無期転換ルールへの 
対応の方向性を 
検討しましょう 

無期転換後の 

労働条件を 

どのように設定するか 

検討しましょう 

現場における有期契約 

労働者の活用実態を 

把握しましょう 

★ 厚生労働省ホームページに参考となる具体的な取組事例を掲載しています。
詳しくは「有期契約労働者の円滑な無期転換のために」をご覧ください。 

★ 労働契約法についてはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html 

円滑な無期転換 検 索 

非正規雇用の労働者のキャリアアップに、助成金を活用してみませんか 

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる
非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを推進するため、正規雇用等への転換、
人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 
詳しくは、最寄りの都道府県労働局 
       または ハローワークへお問い合わせください。 

キャリアアップ助成金 検 索 

雇止めの慎重な検討について 

 無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が

増加するのではないかとの心配があります。 

 このため、雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上や、企業活動に必要な人材の確保に寄

与することなど、無期転換がもたらすメリットについても十分にご理解いただき、雇止めの判断に当たって

は、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ、御対応いただくようお願いします。 

 厚生労働省   岡山労働局労働基準部監督課（電話 086-225-2015） 

［お問い合わせ先］ 
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働 き や す い 
働 き が い の あ る 

職 場 づ く り 

『介護の雇用管理改善 CHECK&DO25』 

雇用管理改善チェックリストを次ページに掲載してあります。 

まずは自己点検でチェックしてみましょう！

・社会保険労務士、中小企業診断士等が対応します。 

相談例：人事制度導入、賃金体系、就業規則の見直し、教育訓練、福利厚生、助成金制度 など

◎雇用管理コンサルタント相談◎ 

（公財）介護労働安定センターでは、厚生労働省平成２６年度雇用管理改善支援委託事業 

により、『介護の雇用管理改善 CHECK & DO 25』を作成しました。

「職員が働きやすい・働きがいのある職場づくり」に重要な取り組みを、チェックリストで自己 

点検するところから始まり、その解説と改善の取り組みの考え方や方法を整理したものです。 

平成 26 年度 雇用管理改善促進事業（厚生労働省委託事業） 

チェックスタート⇒次ページへ

自己点検後、雇用管理改善に関する相談がある場合は 

雇用管理コンサルタント相談（無料）をご利用ください！！ 
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都道府県名 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道 〒060-0061 札幌市中央区南一条西6-4-19　旭川信金ビル5階 011-219-3157 011-219-3158

青森 〒030-0861 青森市長島1-3-17　阿保歯科ビル4階 017-777-4331 017-777-4335

岩手 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22　中ノ橋106ビル4階 019-652-9036 019-652-9037

宮城 〒984-0051 仙台市若林区新寺１丁目2番26号　小田急仙台東口ビル7階 022-291-9301 022-291-9302

秋田 〒010-0061 秋田市卸町4-6-47　第一レインボウビル3階 018-853-5177 018-853-5178

山形 〒990-0041 山形市緑町1-9-30　緑町会館1階 023-634-9301 023-634-9300

福島 〒960-8031 福島市栄町10-21　福島栄町ビル6階 024-523-1871 024-523-1876

茨城 〒310-0021 水戸市南町3-4-10　住友生命水戸ビル6階 029-227-1215 029-227-1216

栃木 〒320-0026 宇都宮市馬場通り4-3-7　馬場通り四丁目ビル5階 028-643-6445 028-643-6448

群馬 〒371-0022 前橋市千代田町1-14-1　橋詰広瀬川ビル2階 027-235-3013 027-235-3014

埼玉 〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町2番5号　NBF浦和ビル4階 048-813-2551 048-813-2552

千葉 〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1　フジモト第一生命ビル6階 043-202-1717 043-202-1833

東京 〒116-0002 東京都荒川区荒川7-50-9　センターまちや5階 03-5901-3061 03-5901-3062

神奈川 〒231-0007 横浜市中区弁天通6-79　港和ビル8階 045-212-0015 045-212-0016

新潟 〒950-0916 新潟市中央区米山2-4-1　木山第3ビル6階 025-247-1963 025-247-1964

富山 〒930-0857 富山市奥田新町8番1号　ボルファートとやま8階 076-444-0481 076-444-0425

石川 〒920-0907 金沢市青草町88番地　近江町いちば館5階 076-260-1561 076-260-1562

福井 〒910-0006 福井市中央1丁目3番1号　加藤ビル6階 0776-25-1365 0776-25-4706

山梨 〒400-0025 甲府市朝日1-3-12　倉金ビル甲府北口2階 055-255-6355 055-255-6356

長野 〒380-0836 長野市南県町1082　KOYO南県町ビル5階 026-232-0898 026-232-0906

岐阜 〒500-8113 岐阜市金園町1-3-3　クリスタルビル2階 058-264-6846 058-264-6848

静岡 〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1　田中産商第一生命共同ビル2階 054-252-0222 054-252-0122

愛知 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19　住友生命名古屋ビル14階 052-565-9271 052-565-9272

三重 〒514-0009 津市羽所町513　サンヒルズ2階 059-225-5623 059-225-5633

滋賀 〒520-0043 大津市中央3-1-8　大津第一生命ビル10階 077-527-2029 077-527-2039

京都 〒600-8389 下京区大宮通四条下ル四条大宮町2番地　日本生命四条大宮ビル4階 075-802-3237 075-822-3238

大阪 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15　大手前センタービル3階 06-4791-4165 06-4791-4166

兵庫 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通2-2-10　one knot trades BLD8階 078-242-5321 078-242-5322

奈良 〒630-8115 奈良市大宮町4-266-1　三和大宮ビル2階 0742-35-2701 0742-35-2707

和歌山 〒640-8317 和歌山市北出島1-5-46　和歌山県労働センター3階 073-436-9160 073-436-9170

鳥取 〒680-0846 鳥取市扇町116　田中ビル2号館2階 0857-21-6571 0857-21-6572

島根 〒690-0003 松江市朝日町498　松江センタービル9階 0852-25-8302 0852-25-8303

岡山 〒700-0904 岡山市北区柳町1-1-1　住友生命岡山ビル15階 086-221-4565 086-221-4572

広島 〒730-0013 広島市中区八丁堀7-2　広島八丁堀72ビル6階 082-222-3063 082-222-3703

山口 〒753-0824 山口市穂積町1-2　リバーサイドマンション山陽Ⅱ2階 083-920-0926 083-920-0930

徳島 〒770-0835 徳島市藍場町1-5　徳島第一ビル5階 088-655-0471 088-655-0463

香川 〒760-0019 高松市サンポート2-1　高松シンボルタワー9階 087-826-3907 087-826-3908

愛媛 〒790-0001 松山市一番町1-14-10　井手ビル4階 089-921-1461 089-921-1477

高知 〒780-0870 高知市本町4-2-52　住友生命高知ビル9階 088-871-6234 088-871-6248

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-19サンライフ第3ビル4階 092-414-8221 092-414-8222

佐賀 〒840-0816 佐賀市駅南本町6-4　佐賀中央第一生命ビル8階 0952-28-0326 0952-28-0328

長崎 〒850-0057 長崎市大黒町9-22　大久保大黒町ビル 新館6階 095-828-6549 095-828-6589

熊本 〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-1　三井生命熊本ビル2階 096-351-3726 096-351-3756

大分 〒870-0035 大分市中央町2-9-24　三井生命大分ビル9階 097-538-1481 097-538-1486

宮崎 〒880-0802 宮崎市別府町3-1　宮崎日赤会館3階 0985-31-0261 0985-31-0335

鹿児島 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-6　鴨池南国ビル10階 099-255-6360 099-255-6361

沖縄 〒900-0016 那覇市前島3-25-5　とまりん（アネックスビル）1階 098-869-5617 098-869-5618

公益財団法人 介護労働安定センター 

〒116-0002 東京都荒川区荒川 7-50-9 センターまちや 5 階 

TEL 03-5901-3041（代）  FAX 03-5901-3042 

URL http://www.kaigo-center.or.jp/ 

 

介護労働安定センター各支部（所）では、 

雇用管理改善のための各種支援を行っています。 
 

□ 支部（所）一覧 

178



あなたの法人・事業所の雇用管理の状況はどうなっ

ているでしょうか。 

下記のチェックリストで現在の雇用管理状況を確認

してみましょう。 

雇用管理改善チェックリスト 

CHECK & DO 25（事業主自己チェック用） 

 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

合 

計 

Ａ 

情
報
共
有
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

１ 
理念やビジョン、方針を職員に対し周知・徹底して

いる 
4 3 2 1 

 

２ 年度事業計画と目標を職員に対し明確に示している 4 3 2 1 

３ 
記録・報告、ミーティング等で、職員間での情報

共有を徹底している 
4 3 2 1 

４ 
自法人・事業所を取り巻く環境や今後の課題につ

いて話し合う機会を設けている 
4 3 2 1 

５ 
現場からのアイデアや意見・提案を吸い上げる機会

を設けている 
4 3 2 1 

Ｂ 

労
務
管
理
・
職
場
環
境 

６ 
仕事と育児などの生活との調和等、個人の事情に配

慮した支援を行っている 
4 3 2 1 

 

７ 
業務内容や量に対応できる適切な人員を確保して

いる 
4 3 2 1 

８ 
勤務時間や仕事の内容で過重な負担を強いないよう

にしている 
4 3 2 1 

９ 
有給休暇の取得推進や福利厚生面の整備など、労働

環境の整備・改善を行っている 
4 3 2 1 

10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮している 4 3 2 1 

Ｃ 

評
価
・
報
酬 

11 
仕事の役割や責任の範囲、必要な能力等を明確に示

している 
4 3 2 1 

 

12 
一人ひとりの果たすべき役割や目標について話し

合いを行っている 
4 3 2 1 

13 
仕事ぶりや能力について評価し、面談によるフィード

バックを行っている 
4 3 2 1 

14 

仕事ぶりや能力について評価し、何らかの処遇改善

（賞与、一時金、報奨金、賃金改定等）につなげて

いる。 

4 3 2 1 

15 
賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示して

いる 
4 3 2 1 
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A~E 各領域の合計点を左のレーダーチャートに記入する

と、現在の雇用管理状況が見えてきます。 
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16 
職員のスキルアップのための研修方針があり研修

を行っている 
4 3 2 1 

 

17 
外部の講習会や資格取得等のために支援を行い、職

員のスキルアップを行っている 
4 3 2 1 

18 
新人に対する教育（ＯＪＴや新人研修等）を体系的

に行っている 
4 3 2 1 

19 
管理職層やリーダー層育成のための教育に力を

入れている 
4 3 2 1 

20 
将来のキャリアについて、支援（相談、研修等）や

アドバイスを行っている 
4 3 2 1 

Ｅ 

法
人
・
事
業
所
の
風
土 

21 
挨拶・声かけ、認める・ほめるといった組織風土が

ある 
4 3 2 1 

 

22 
職員が、自由にアイデアや意見を言える組織風土が

ある 
4 3 2 1 

23 
新しいアイデアを取り入れたり、難しい課題に

取り組んだりする組織風土がある 
4 3 2 1 

24 
質の高いケアへの意識や向上心を持つ職員を育て

る組織風土がある 
4 3 2 1 

25 
自主性を尊重し、現場に任せ、それを支援する

組織風土がある 
4 3 2 1 

 

 

事業所名  

所在地  

サービス種別  

ご担当者 

連絡先 

（フリガナ） 

氏名 
 

電話番号  

情報共有・コミュニケーション 

法人・事業所 
の風土 

人材育成 評価・報酬 

労務管理 
職場環境 
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　*申請書類等は、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課（事業者班）へ提出してください。

平成２８年２月１日現在

担当課 所在地
電話番号
FAX番号

管轄する市町村等

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒703-8278

　岡山市中区古京町１-１-１７

電話 086-272-3915
FAX　086-272-2660

玉野市、備前市、瀬戸内市、
赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班

　〒710-8530

　倉敷市羽島１０８３
電話 086-434-7054
FAX　086-427-5304

総社市、早島町、笠岡市、井原市、
高梁市、浅口市、里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

　〒708-0051

　津山市椿高下１１４
電話 0868-23-1291
FAX　0868-23-2346

津山市、真庭市、美作市、新庄村、
鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

県庁保健福祉部
長寿社会課 事業者指導班

　〒700-8570

　岡山市北区内山下２－４－６
電話 086-226-7325
FAX　086-224-2215

　２３　疑義照会等

県民局等担当課一覧

　 平成２１年３月の県が実施した集団指導以降におきましては、介護施設・事業所からの疑

義照会・質問等の窓口は、担当する各県民局（下記一覧参照）に一元化しています。

　 今回の集団指導の内容に限らず、全ての疑義照会・質問等は、｢質問票｣（次ページ掲載）

により、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信してください。

　 なお、電話での照会等には原則として回答できませんので、ご了承願います。

　 また、併せて、各施設・事業所におかれましては、今回の集団指導に出席されていない管

理者・従業者の方々にも、その旨伝達・徹底されますようお願いします。

■疑義照会（質問）について

2 
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平成 年 月 日

施 設 名
事業所名

サービス
種　　別

事業所
番　号 ３ ３

所 在 地 番地等

電話番号 FAX番号

担当者名 (氏名)

【質　問】

【回　答】

※　ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。

※　宛先（FAX送信先）は、県民局担当課一覧をご覧ください。

質　　問　　票

(職名)

市町村名
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